
公布した条例一覧

令和５年
公布
番号

条例名

1   杉並区長等の給料の特例に関する条例

2
　杉並区立地域区民センター及び区民集会所条例の一部を改正する
条例の一部を改正する条例

3
　杉並区立社会教育センター条例の一部を改正する条例の一部を改
正する条例

4
　杉並区事務手数料条例及び杉並区地区計画の区域内における建築
物の制限に関する条例の一部を改正する条例

5
　杉並区国民健康保険条例及び杉並区介護保険条例の一部を改正す
る条例

6 　杉並区個人情報の保護に関する条例

7 　杉並区立こども発達センター条例等の一部を改正する条例

8
　杉並区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準に関する条
例等の一部を改正する条例

9 　杉並区高齢者住宅条例の一部を改正する条例

10 　杉並区立郷土博物館条例の一部を改正する条例

11 　杉並区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

12
　杉並区性の多様性が尊重される地域社会を実現するための取組の
推進に関する条例

13 杉並区営住宅条例の一部を改正する条例

14 杉並区国民健康保険条例の一部を改正する条例

15 　杉並区立保育所及び小規模保育事業所条例の一部を改正する条例

16 　杉並区立コミュニティふらっと条例の一部を改正する条例

17 　杉並区印鑑条例の一部を改正する条例



杉並区長等の給料の特例に関する条例を公布する。

令和５年３月１５日

杉並区長 岸 本 聡 子

杉並区条例第１号

杉並区長等の給料の特例に関する条例

区長及び副区長の給料の月額は、この条例の施行の日から起算して１月間に限り、

杉並区長等の給与等に関する条例（昭和３２年杉並区条例第１５号）第２条の規定

にかかわらず、同条例別表第１に規定する月額からその１００分の３０に相当する

額を減じて得た額とする。ただし、同条に規定する手当の適用については、この限

りでない。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。



杉並区立地域区民センター及び区民集会所条例の一部を改正する条例の一部を改

正する条例を公布する。

令和５年３月１５日

杉並区長 岸 本 聡 子

杉並区条例第２号

杉並区立地域区民センター及び区民集会所条例の一部を改正する条例の一部

を改正する条例

杉並区立地域区民センター及び区民集会所条例の一部を改正する条例（令和３年

杉並区条例第３１号）の一部を次のように改正する。

附則第１項中「令和５年５月１日」を「令和５年８月１日」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。



杉並区立社会教育センター条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例を公

布する。

令和５年３月１５日

杉並区長 岸 本 聡 子

杉並区条例第３号

杉並区立社会教育センター条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例

杉並区立社会教育センター条例の一部を改正する条例（令和３年杉並区条例第３

２号）の一部を次のように改正する。

附則第１項中「令和５年５月１日」を「令和５年８月１日」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。



杉並区立社会教育センター条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例

新旧対照表

新 条 例 旧 条 例

附 則 附 則

１ この条例は、令和５年８月１日から １ この条例は、令和５年５月１日から

施行する。ただし、次の各号に掲げる 施行する。ただし、次の各号に掲げる

規定は、当該各号に定める日から施行 規定は、当該各号に定める日から施行

する。 する。

(１)及び(２) 略 (１)及び(２) 略

２～６ 略 ２～６ 略

資 料



杉並区事務手数料条例及び杉並区地区計画の区域内における建築物の制限に関す

る条例の一部を改正する条例を公布する。

令和５年３月１５日

杉並区長 岸 本 聡 子

杉並区条例第４号

杉並区事務手数料条例及び杉並区地区計画の区域内における建築物の制限に

関する条例の一部を改正する条例

第１条 杉並区事務手数料条例（平成１２年杉並区条例第２４号）の一部を次のよ

うに改正する。

別表第１の１０４の項中「第５５条第３項各号」を「第５５条第４項各号」に

改め、同表の１１８の項及び１１９の２の項中「建築される」を「建築等をす

る」に改め、同表の１２０の項中「一敷地内認定建築物以外の」を「公告認定対

象区域内における」に、「建築の」を「新築又は増築等の」に、「建築認定」を

「新築又は増築等の認定」に、「建築物（一敷地内認定建築物を除く。以下この

項において同じ。）」を「新築し、又は増築等をする建築物」に改め、同表の１

２０の２の項中「一敷地内認定建築物又は一敷地内許可建築物以外の建築物の建

築」を「公告認定対象区域内又は公告許可対象区域内における建築物の新築又は

増築等」に、「建築物（一敷地内認定建築物又は一敷地内許可建築物を除く。以

下この項において同じ。）」を「新築し、又は増築等をする建築物」に改め、同

表の１２３の６の項及び１２３の７の項を次のように改める。

１２３ 低炭 次のア及びイに掲げる区分に応じて、次に掲げる額（申請に併せて都市の低炭素化の促進に関する 認定
の６ 素建 法律第５４条第２項の規定に基づく申出があった場合においては、一の建築物について、９２の２ 申請
都市 築物 の項、９２の３の項、９２の４の項又は９２の５の項に掲げる額（申請に係る計画に特定構造計算 のと
の低 新築 基準等適合審査をする部分が含まれる場合においては、特定構造計算基準等適合審査をする部分ご き。
炭素 等計 とに７７の２の項に掲げる額の手数料を、建築基準法第８７条の４に規定する昇降機に係る部分が
化の 画認 含まれる場合においては、当該昇降機１基につき９２の７の項又は９２の８の項に掲げる額の手数
促進 定申 料を加えた額）の手数料を加えた額）
に関 請手
する 数料 ア 都市 一戸建ての住宅 １件につき ４，７００円
法律 の低炭
（平 素化の 共同住宅等（共同 住戸 １棟の総戸数 １部分につき ４，７００円
成２ 促進に 住宅、長屋その他 の部 が１のもの
４年 関する の一戸建ての住宅 分
法律 法律第 以外の住宅をい （人 １棟の総戸数 １部分につき ９，４００円
第８ ５４条 う。以下同じ。） の居 が２以上５以
４ 第１項 住の 下のもの
号） 各号に 用の
第５ 掲げる 用途 １棟の総戸数 １部分につき １６，０００円
３条 基準に に供 が６以上１０
第１ 適合す する 以下のもの
項の ると区 部分
規定 長が定 に限 １棟の総戸数 １部分につき ２７，０００円
に基 める機 る。 が１１以上２



づく 関（以 以下 ５以下のもの
低炭 下「適 同
素建 合性確 じ。 １棟の総戸数 １部分につき ４５，０００円
築物 認 機 ） が２６以上５
新築 関」と ０以下のもの
等計 い
画の う。） １棟の総戸数 １部分につき ８２，０００円
認定 が認め が５１以上１
の申 た場合 ００以下のも
請に の
対す
る審 １棟の総戸数 １部分につき １３１，０００円
査 が１０１以上

２００以下の
もの

１棟の総戸数 １部分につき １７０，０００円
が２０１以上
３００以下の
もの

１棟の総戸数 １部分につき １８５，０００円
が３０１以上
のもの

共用 当該部分の床 １部分につき ９，３００円
廊下 面積の合計が
等の ３００平方メ
部分 ートル以内の
（住 もの
宅の
用途 当該部分の床 １部分につき １６，０００円
に供 面積の合計が
する ３００平方メ
共用 ートルを超え
廊 １，０００平
下、 方メートル以
共用 内のもの
階段
その 当該部分の床 １部分につき ２６，０００円
他の 面積の合計が
共用 １，０００平
部分 方メートルを
をい 超え２，００
う。 ０平方メート
以下 ル以内のもの
同
じ。 当該部分の床 １部分につき ８０，０００円
） 面積の合計が

２，０００平
方メートルを
超え５，００
０平方メート
ル以内のもの

当該部分の床 １部分につき １２６，０００円
面積の合計が
５，０００平
方メートルを
超え１万平方
メートル以内
のもの

非住 当該部分の床 １部分につき ９，３００円
宅の 面積の合計が
部分 ３００平方メ
（住 ートル以内の
戸の もの
部分
及び 当該部分の床 １部分につき １６，０００円
共用 面積の合計が
廊下 ３００平方メ
等の ートルを超え
部分 １，０００平
以外 方メートル以
の部 内のもの
分を
い 当該部分の床 １部分につき ２６，０００円
う。 面積の合計が
以下 １，０００平
同 方メートルを
じ。 超え２，００
） ０平方メート

ル以内のもの

当該部分の床 １部分につき ８０，０００円
面積の合計が
２，０００平
方メートルを



超え５，００
０平方メート
ル以内のもの

当該部分の床 １部分につき １２６，０００円
面積の合計が
５，０００平
方メートルを
超え１万平方
メートル以内
のもの

その他の建築物 建築物の延べ面積が３ １件につき ９，３００円
００平方メートル以内
のもの

建築物の延べ面積が３ １件につき １６，０００円
００平方メートルを超
え１，０００平方メー
トル以内のもの

建築物の延べ面積が １件につき ２６，０００円
１，０００平方メート
ルを超え２，０００平
方メートル以内のもの

建築物の延べ面積が １件につき ８０，０００円
２，０００平方メート
ルを超え５，０００平
方メートル以内のもの

建築物の延べ面積が １件につき １２６，０００円
５，０００平方メート
ルを超え１万平方メー
トル以内のもの

イ その 一戸建ての 誘導仕様基準による場合（建 １件につき ２１，０００円
他の場 住宅 築物エネルギー消費性能基準
合 等を定める省令（平成２８年

経済産業省・国土交通省令第
１号）第１０条第１項第２号
イ（２）及びロ（２）に定め
る基準による場合をいう。以
下同じ。）

誘導仕様基準による場合以外 １件につき ３５，０００円
の場合

共同住宅等 住戸 誘導 １棟の総戸数 １部分につき ２１，０００円
の部 仕様 が１のもの
分 基準

によ １棟の総戸数 １部分につき ３９，０００円
る場 が２以上５以
合 下のもの

１棟の総戸数 １部分につき ５６，０００円
が６以上１０
以下のもの

１棟の総戸数 １部分につき ８０，０００円
が１１以上２
５以下のもの

１棟の総戸数 １部分につき １２０，０００円
が２６以上５
０以下のもの

１棟の総戸数 １部分につき １８２，０００円
が５１以上１
００以下のも
の

１棟の総戸数 １部分につき ２６１，０００円
が１０１以上
２００以下の
もの

１棟の総戸数 １部分につき ３４０，０００円
が２０１以上
３００以下の
もの

１棟の総戸数 １部分につき ３９０，０００円
が３０１以上
のもの

誘導 １棟の総戸数 １部分につき ３５，０００円
仕様 が１のもの
基準



によ １棟の総戸数 １部分につき ６９，０００円
る場 が２以上５以
合以 下のもの
外の
場合 １棟の総戸数 １部分につき ９７，０００円

が６以上１０
以下のもの

１棟の総戸数 １部分につき １３７，０００円
が１１以上２
５以下のもの

１棟の総戸数 １部分につき １９７，０００円
が２６以上５
０以下のもの

１棟の総戸数 １部分につき ２８３，０００円
が５１以上１
００以下のも
の

１棟の総戸数 １部分につき ３８５，０００円
が１０１以上
２００以下の
もの

１棟の総戸数 １部分につき ５０８，０００円
が２０１以上
３００以下の
もの

１棟の総戸数 １部分につき ６００，０００円
が３０１以上
のもの

共用廊下等 当該部分の床 １部分につき １０９，０００円
の部分 面積の合計が

３００平方メ
ートル以内の
もの

当該部分の床 １部分につき １３８，０００円
面積の合計が
３００平方メ
ートルを超え
１，０００平
方メートル以
内のもの

当該部分の床 １部分につき １８０，０００円
面積の合計が
１，０００平
方メートルを
超え２，００
０平方メート
ル以内のもの

当該部分の床 １部分につき ２８０，０００円
面積の合計が
２，０００平
方メートルを
超え５，００
０平方メート
ル以内のもの

当該部分の床 １部分につき ３５９，０００円
面積の合計が
５，０００平
方メートルを
超え１万平方
メートル以内
のもの

非住宅の部 当該部分の床 １部分につき ２４２，０００円
分 面積の合計が

３００平方メ
ートル以内の
もの

当該部分の床 １部分につき ３００，０００円
面積の合計が
３００平方メ
ートルを超え
１，０００平
方メートル以
内のもの

当該部分の床 １部分につき ３８４，０００円
面積の合計が



１，０００平
方メートルを
超え２，００
０平方メート
ル以内のもの

当該部分の床 １部分につき ５４６，０００円
面積の合計が
２，０００平
方メートルを
超え５，００
０平方メート
ル以内のもの

当該部分の床 １部分につき ６７０，０００円
面積の合計が
５，０００平
方メートルを
超え１万平方
メートル以内
のもの

その他の建 建築物の延べ面積が３００平 １件につき ２４２，０００円
築物 方メートル以内のもの

建築物の延べ面積が３００平 １件につき ３００，０００円
方メートルを超え１，０００
平方メートル以内のもの

建築物の延べ面積が１，００ １件につき ３８４，０００円
０平方メートルを超え２，０
００平方メートル以内のもの

建築物の延べ面積が２，００ １件につき ５４６，０００円
０平方メートルを超え５，０
００平方メートル以内のもの

建築物の延べ面積が５，００ １件につき ６７０，０００円
０平方メートルを超え１万平
方メートル以内のもの

１２３ 低炭 次のア及びイに掲げる区分に応じて、次に掲げる額（申請に併せて都市の低炭素化の促進に関する 変更
の７ 素建 法律第５５条第２項において準用する同法第５４条第２項の規定に基づく申出があった場合におい 認定
都市 築物 ては、一の建築物について、９２の２の項、９２の３の項、９２の４の項又は９２の５の項に掲げ 申請
の低 新築 る額（申請に係る計画に特定構造計算基準等適合審査をする部分が含まれる場合においては、特定 のと
炭素 等計 構造計算基準等適合審査をする部分ごとに７７の２の項に掲げる額の手数料を、建築基準法第８７ き。
化の 画変 条の４に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機１基につき９２の７の
促進 更認 項又は９２の８の項に掲げる額の手数料を加えた額）の手数料を加えた額）
に関 定申
する 請手 ア 都市 一戸建ての住宅 １件につき ３，３００円
法律 数料 の低炭
第５ 素化の 共同住宅等 住戸 １棟の総戸数 １部分につき ３，３００円
５条 促進に の部 が１のもの
第１ 関する 分
項の 法律第 １棟の総戸数 １部分につき ６，６００円
規定 ５４条 が２以上５以
に基 第１項 下のもの
づく 各号に
低炭 掲げる １棟の総戸数 １部分につき １１，０００円
素建 基準に が６以上１０
築物 適合す 以下のもの
新築 ると適
等計 合性確 １棟の総戸数 １部分につき １９，０００円
画の 認機関 が１１以上２
変更 が認め ５以下のもの
の認 た場合
定の １棟の総戸数 １部分につき ３２，０００円
申請 が２６以上５
に対 ０以下のもの
する
審査 １棟の総戸数 １部分につき ５８，０００円

が５１以上１
００以下のも
の

１棟の総戸数 １部分につき ９３，０００円
が１０１以上
２００以下の
もの

１棟の総戸数 １部分につき １２２，０００円
が２０１以上
３００以下の
もの

１棟の総戸数 １部分につき １３４，０００円
が３０１以上
のもの



共用 当該部分の床 １部分につき ６，５００円
廊下 面積の合計が
等の ３００平方メ
部分 ートル以内の

もの

当該部分の床 １部分につき １１，０００円
面積の合計が
３００平方メ
ートルを超え
１，０００平
方メートル以
内のもの

当該部分の床 １部分につき １８，０００円
面積の合計が
１，０００平
方メートルを
超え２，００
０平方メート
ル以内のもの

当該部分の床 １部分につき ５６，０００円
面積の合計が
２，０００平
方メートルを
超え５，００
０平方メート
ル以内のもの

当該部分の床 １部分につき ８８，０００円
面積の合計が
５，０００平
方メートルを
超え１万平方
メートル以内
のもの

非住 当該部分の床 １部分につき ６，５００円
宅の 面積の合計が
部分 ３００平方メ

ートル以内の
もの

当該部分の床 １部分につき １１，０００円
面積の合計が
３００平方メ
ートルを超え
１，０００平
方メートル以
内のもの

当該部分の床 １部分につき １８，０００円
面積の合計が
１，０００平
方メートルを
超え２，００
０平方メート
ル以内のもの

当該部分の床 １部分につき ５６，０００円
面積の合計が
２，０００平
方メートルを
超え５，００
０平方メート
ル以内のもの

当該部分の床 １部分につき ８８，０００円
面積の合計が
５，０００平
方メートルを
超え１万平方
メートル以内
のもの

その他の建築物 建築物の延べ面積が３ １件につき ６，５００円
００平方メートル以内
のもの

建築物の延べ面積が３ １件につき １１，０００円
００平方メートルを超
え１，０００平方メー
トル以内のもの

建築物の延べ面積が １件につき １８，０００円
１，０００平方メート
ルを超え２，０００平
方メートル以内のもの



建築物の延べ面積が １件につき ５６，０００円
２，０００平方メート
ルを超え５，０００平
方メートル以内のもの

建築物の延べ面積が １件につき ８８，０００円
５，０００平方メート
ルを超え１万平方メー
トル以内のもの

イ その 一戸建ての 誘導仕様基準による場合 １件につき １５，０００円
他の場 住宅
合 誘導仕様基準による場合以外 １件につき １８，０００円

の場合

共同住宅等 住戸 誘導 １棟の総戸数 １部分につき １５，０００円
の部 仕様 が１のもの
分 基準

によ １棟の総戸数 １部分につき ２７，０００円
る場 が２以上５以
合 下のもの

１棟の総戸数 １部分につき ４０，０００円
が６以上１０
以下のもの

１棟の総戸数 １部分につき ５６，０００円
が１１以上２
５以下のもの

１棟の総戸数 １部分につき ８５，０００円
が２６以上５
０以下のもの

１棟の総戸数 １部分につき １２８，０００円
が５１以上１
００以下のも
の

１棟の総戸数 １部分につき １８４，０００円
が１０１以上
２００以下の
もの

１棟の総戸数 １部分につき ２４１，０００円
が２０１以上
３００以下の
もの

１棟の総戸数 １部分につき ２７８，０００円
が３０１以上
のもの

誘導 １棟の総戸数 １部分につき １８，０００円
仕様 が１のもの
基準
によ １棟の総戸数 １部分につき ３７，０００円
る場 が２以上５以
合以 下のもの
外の
場合 １棟の総戸数 １部分につき ５２，０００円

が６以上１０
以下のもの

１棟の総戸数 １部分につき ７４，０００円
が１１以上２
５以下のもの

１棟の総戸数 １部分につき １０８，０００円
が２６以上５
０以下のもの

１棟の総戸数 １部分につき １５９，０００円
が５１以上１
００以下のも
の

１棟の総戸数 １部分につき ２２１，０００円
が１０１以上
２００以下の
もの

１棟の総戸数 １部分につき ２９１，０００円
が２０１以上
３００以下の
もの

１棟の総戸数 １部分につき ３４２，０００円



が３０１以上
のもの

共用廊下等 当該部分の床 １部分につき ５７，０００円
の部分 面積の合計が

３００平方メ
ートル以内の
もの

当該部分の床 １部分につき ７２，０００円
面積の合計が
３００平方メ
ートルを超え
１，０００平
方メートル以
内のもの

当該部分の床 １部分につき ９６，０００円
面積の合計が
１，０００平
方メートルを
超え２，００
０平方メート
ル以内のもの

当該部分の床 １部分につき １５６，０００円
面積の合計が
２，０００平
方メートルを
超え５，００
０平方メート
ル以内のもの

当該部分の床 １部分につき ２０５，０００円
面積の合計が
５，０００平
方メートルを
超え１万平方
メートル以内
のもの

非住宅の部 当該部分の床 １部分につき １２３，０００円
分 面積の合計が

３００平方メ
ートル以内の
もの

当該部分の床 １部分につき １５４，０００円
面積の合計が
３００平方メ
ートルを超え
１，０００平
方メートル以
内のもの

当該部分の床 １部分につき １９８，０００円
面積の合計が
１，０００平
方メートルを
超え２，００
０平方メート
ル以内のもの

当該部分の床 １部分につき ２９０，０００円
面積の合計が
２，０００平
方メートルを
超え５，００
０平方メート
ル以内のもの

当該部分の床 １部分につき ３６１，０００円
面積の合計が
５，０００平
方メートルを
超え１万平方
メートル以内
のもの

その他の建 建築物の延べ面積が３００平 １件につき １２３，０００円
築物 方メートル以内のもの

建築物の延べ面積が３００平 １件につき １５４，０００円
方メートルを超え１，０００
平方メートル以内のもの

建築物の延べ面積が１，００ １件につき １９８，０００円
０平方メートルを超え２，０
００平方メートル以内のもの



建築物の延べ面積が２，００ １件につき ２９０，０００円
０平方メートルを超え５，０
００平方メートル以内のもの

建築物の延べ面積が５，００ １件につき ３６１，０００円
０平方メートルを超え１万平
方メートル以内のもの

別表第１の１２３の８の２の項中「（平成２８年経済産業省令・国土交通省令

第１号）」を削り、同表の１２３の９の項及び１２３の１０の項を次のように改

める。

１２３ 建築 次のア及びイに掲げる区分に応じ、１件につき、次に掲げる額（申請に併せて建築物のエネルギー 認定
の９ 物エ 消費性能の向上に関する法律第３５条第２項の規定に基づく申出があった場合においては、一の建 申請
建築 ネル 築物について、９２の２の項、９２の３の項、９２の４の項又は９２の５の項に掲げる額（申請に のと
物の ギー 係る計画に特定構造計算基準等適合審査をする部分が含まれる場合においては、特定構造計算基準 き。
エネ 消費 等適合審査をする部分ごとに７７の２の項に掲げる額の手数料を、建築基準法第８７条の４に規定
ルギ 性能 する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機１基につき９２の７の項又は９２の
ー消 向上 ８の項に掲げる額の手数料を加えた額）の手数料を加えた額）
費性 計画
能の 認定 ア 申請 (１) 一戸建ての住宅 ５，１００円
向上 申請 に併せ
に関 手数 て建築 (２) (１) 住宅部分（建築物のエネルギ 当該部分の床面積の ９，７００円
する 料 物のエ 以外の建 ー消費性能の向上に関する法 合計が３００平方メ
法律 ネルギ 築物 律第１１条第１項に規定する ートル未満のもの
第３ ー消費 住宅部分をいう。以下同
５条 性能の じ。） 当該部分の床面積の ２１，０００円
第１ 向上に 合計が３００平方メ
項の 関する ートル以上２，００
規定 法律第 ０平方メートル未満
に基 ３５条 のもの
づく 第１項
建築 各号に 当該部分の床面積の ４６，０００円
物エ 掲げる 合計が２，０００平
ネル 基準に 方メートル以上５，
ギー 適合し ０００平方メートル
消費 ている 未満のもの
性能 ことを
向上 示す書 当該部分の床面積の ８１，０００円
計画 類とし 合計が５，０００平
の認 て区長 方メートル以上のも
定の が定め の
申請 るもの
に対 が提出 非住宅部分 当該部分の床面積の ９，７００円
する された 合計が３００平方メ
審査 場合 ートル未満のもの

当該部分の床面積の １６，７００円
合計が３００平方メ
ートル以上１，００
０平方メートル未満
のもの

当該部分の床面積の ２７，１００円
合計が１，０００平
方メートル以上２，
０００平方メートル
未満のもの

当該部分の床面積の ８０，４００円
合計が２，０００平
方メートル以上５，
０００平方メートル
未満のもの

当該部分の床面積の １２８，０００円
合計が５，０００平
方メートル以上１万
平方メートル未満の
もの

当該部分の床面積の １６１，０００円
合計が１万平方メー
トル以上２万５，０
００平方メートル未
満のもの

当該部分の床面積の ２０１，０００円
合計が２万５，００
０平方メートル以上
のもの



イ ア以 (１) 一戸 誘導仕様基準による場合 当該住宅の床面積の ２０，０００円
外の場 建ての住 合計が２００平方メ
合 宅 ートル未満のもの

当該住宅の床面積の ２２，０００円
合計が２００平方メ
ートル以上のもの

誘導仕様基準による場合以外 当該住宅の床面積の ３４，４００円
の場合 合計が２００平方メ

ートル未満のもの

当該住宅の床面積の ３８，４００円
合計が２００平方メ
ートル以上のもの

(２) (１) 住宅 誘導仕様基準による場 当該部分の床面積の ３８，０００円
以外の建 部分 合 合計が３００平方メ
築物 ートル未満のもの

当該部分の床面積の ６６，０００円
合計が３００平方メ
ートル以上２，００
０平方メートル未満
のもの

当該部分の床面積の １１８，０００円
合計が２，０００平
方メートル以上５，
０００平方メートル
未満のもの

当該部分の床面積の １７９，０００円
合計が５，０００平
方メートル以上のも
の

誘導仕様基準による場 当該部分の床面積の ６９，１００円
合以外の場合 合計が３００平方メ

ートル未満のもの

当該部分の床面積の １１６，０００円
合計が３００平方メ
ートル以上２，００
０平方メートル未満
のもの

当該部分の床面積の １９６，０００円
合計が２，０００平
方メートル以上５，
０００平方メートル
未満のもの

当該部分の床面積の ２８１，０００円
合計が５，０００平
方メートル以上のも
の

非住 モデル建物法による場 当該部分の床面積の ８７，１００円
宅部 合（建築物エネルギー 合計が３００平方メ
分 消費性能基準等を定め ートル未満のもの

る省令第１０条第１号
イ（２）及びロ（２） 当該部分の床面積の １１０，７００円
に定める基準による場 合計が３００平方メ
合をいう。１２３の１ ートル以上１，００
０ の 項 に お い て 同 ０平方メートル未満
じ。） のもの

当該部分の床面積の １４５，７００円
合計が１，０００平
方メートル以上２，
０００平方メートル
未満のもの

当該部分の床面積の ２３５，７００円
合計が２，０００平
方メートル以上５，
０００平方メートル
未満のもの

当該部分の床面積の ３０９，０００円
合計が５，０００平
方メートル以上１万
平方メートル未満の
もの

当該部分の床面積の ３７１，０００円
合計が１万平方メー



トル以上２万５，０
００平方メートル未
満のもの

当該部分の床面積の ４３５，０００円
合計が２万５，００
０平方メートル以上
のもの

標準入力法等による場 当該部分の床面積の ２２７，１００円
合（建築物エネルギー 合計が３００平方メ
消費性能基準等を定め ートル未満のもの
る省令第１０条第１号
イ（１）及びロ（１） 当該部分の床面積の ２８４，４００円
に定める基準による場 合計が３００平方メ
合をいう。１２３の１ ートル以上１，００
０ の 項 に お い て 同 ０平方メートル未満
じ。） のもの

当該部分の床面積の ３６７，１００円
合計が１，０００平
方メートル以上２，
０００平方メートル
未満のもの

当該部分の床面積の ５２３，７００円
合計が２，０００平
方メートル以上５，
０００平方メートル
未満のもの

当該部分の床面積の ６４６，０００円
合計が５，０００平
方メートル以上１万
平方メートル未満の
もの

当該部分の床面積の ７６３，０００円
合計が１万平方メー
トル以上２万５，０
００平方メートル未
満のもの

当該部分の床面積の ８７１，０００円
合計が２万５，００
０平方メートル以上
のもの

１２３ 建築 次のア及びイに掲げる区分に応じ、１件につき、次に掲げる額（申請に併せて建築物のエネルギー 変更
の１０ 物エ 消費性能の向上に関する法律第３６条第２項において準用する同法第３５条第２項の規定に基づく 認定

建 ネル 申出があった場合においては、一の建築物について、９２の２の項、９２の３の項、９２の４の項 申請
築物 ギー 又は９２の５の項に掲げる額（申請に係る計画に特定構造計算基準等適合審査をする部分が含まれ のと
のエ 消費 る場合においては、特定構造計算基準等適合審査をする部分ごとに７７の２の項に掲げる額の手数 き。
ネル 性能 料を、建築基準法第８７条の４に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降
ギー 向上 機１基につき９２の７の項又は９２の８の項に掲げる額の手数料を加えた額）の手数料を加えた
消費 計画 額）
性能 変更
の向 認定 ア 申請 (１) 一戸建ての住宅 ３，７００円
上に 申請 に併せ
関す 手数 て建築 (２) (１) 住宅部分 当該部分の床面積の ６，９００円
る法 料 物のエ 以外の建 合計が３００平方メ
律第 ネルギ 築物 ートル未満のもの
３６ ー消費
条第 性能の 当該部分の床面積の １５，０００円
１項 向上に 合計が３００平方メ
の規 関する ートル以上２，００
定に 法律第 ０平方メートル未満
基づ ３５条 のもの
く建 第１項
築物 各号に 当該部分の床面積の ３２，０００円
エネ 掲げる 合計が２，０００平
ルギ 基準に 方メートル以上５，
ー消 適合し ０００平方メートル
費性 ている 未満のもの
能向 ことを
上計 示す書 当該部分の床面積の ５７，０００円
画の 類とし 合計が５，０００平
変更 て区長 方メートル以上のも
の認 が定め の
定の るもの
申請 が提出 非住宅部分 当該部分の床面積の ６，９００円
に対 された 合計が３００平方メ
する 場合 ートル未満のもの
審査

当該部分の床面積の １１，８００円
合計が３００平方メ
ートル以上１，００
０平方メートル未満
のもの



当該部分の床面積の １９，１００円
合計が１，０００平
方メートル以上２，
０００平方メートル
未満のもの

当該部分の床面積の ５６，４００円
合計が２，０００平
方メートル以上５，
０００平方メートル
未満のもの

当該部分の床面積の ９０，０００円
合計が５，０００平
方メートル以上１万
平方メートル未満の
もの

当該部分の床面積の １１３，０００円
合計が１万平方メー
トル以上２万５，０
００平方メートル未
満のもの

当該部分の床面積の １４１，０００円
合計が２万５，００
０平方メートル以上
のもの

イ ア以 (１) 一戸 誘導仕様基準による場合 当該住宅の床面積の １４，０００円
外の場 建ての住 合計が２００平方メ
合 宅 ートル未満のもの

当該住宅の床面積の １５，０００円
合計が２００平方メ
ートル以上のもの

誘導仕様基準による場合以外 当該住宅の床面積の ２４，２００円
の場合 合計が２００平方メ

ートル未満のもの

当該住宅の床面積の ２７，０００円
合計が２００平方メ
ートル以上のもの

(２) (１) 住宅 誘導仕様基準による場 当該部分の床面積の ２６，０００円
以外の建 部分 合 合計が３００平方メ
築物 ートル未満のもの

当該部分の床面積の ４６，０００円
合計が３００平方メ
ートル以上２，００
０平方メートル未満
のもの

当該部分の床面積の ８３，０００円
合計が２，０００平
方メートル以上５，
０００平方メートル
未満のもの

当該部分の床面積の １２５，０００円
合計が５，０００平
方メートル以上のも
の

誘導仕様基準による場 当該部分の床面積の ４８，５００円
合以外の場合 合計が３００平方メ

ートル未満のもの

当該部分の床面積の ８１，０００円
合計が３００平方メ
ートル以上２，００
０平方メートル未満
のもの

当該部分の床面積の １３８，０００円
合計が２，０００平
方メートル以上５，
０００平方メートル
未満のもの

当該部分の床面積の １９７，０００円
合計が５，０００平
方メートル以上のも
の

非住 モデル建物法による場 当該部分の床面積の ６１，１００円



宅部 合 合計が３００平方メ
分 ートル未満のもの

当該部分の床面積の ７７，６００円
合計が３００平方メ
ートル以上１，００
０平方メートル未満
のもの

当該部分の床面積の １０２，１００円
合計が１，０００平
方メートル以上２，
０００平方メートル
未満のもの

当該部分の床面積の １６５，１００円
合計が２，０００平
方メートル以上５，
０００平方メートル
未満のもの

当該部分の床面積の ２１６，０００円
合計が５，０００平
方メートル以上１万
平方メートル未満の
もの

当該部分の床面積の ２６０，０００円
合計が１万平方メー
トル以上２万５，０
００平方メートル未
満のもの

当該部分の床面積の ３０５，０００円
合計が２万５，００
０平方メートル以上
のもの

標準入力法等による場 当該部分の床面積の １５９，１００円
合 合計が３００平方メ

ートル未満のもの

当該部分の床面積の １９９，２００円
合計が３００平方メ
ートル以上１，００
０平方メートル未満
のもの

当該部分の床面積の ２５７，１００円
合計が１，０００平
方メートル以上２，
０００平方メートル
未満のもの

当該部分の床面積の ３６６，７００円
合計が２，０００平
方メートル以上５，
０００平方メートル
未満のもの

当該部分の床面積の ４５３，０００円
合計が５，０００平
方メートル以上１万
平方メートル未満の
もの

当該部分の床面積の ５３５，０００円
合計が１万平方メー
トル以上２万５，０
００平方メートル未
満のもの

当該部分の床面積の ６１０，０００円
合計が２万５，００
０平方メートル以上
のもの

別表第１の１２３の１１の項中「第２条第３号」を「第２条第１項第３号」に、

「第１条第１項第２号イ（１）（ⅰ）」を「第１条第１項第２号イ（１）」に、

「第１条第１項第２号イ（２）（ⅰ）」を「第１条第１項第２号イ（２）」に、



「仕様基準による場合」を「仕様基準等による場合」に改め、「ロ（３）に定め

る基準による場合」の次に「又は誘導仕様基準による場合」を加え、「第１条第

１項第２号イ（１）（ⅰ）若しくは（ⅱ）」を「第１条第１項第２号イ（１）」

に、「第１条第１項第２号イ（２）（ⅱ）」を「第１条第１項第２号イ（２）」

に改め、同表中備考１及び備考２を削り、備考３を備考１とし、備考４から備考

６までを備考２から備考４までとし、同表備考７中「向上の一層」を「一層の向

上」に改め、同表中備考７を備考５とし、備考８から備考１０までを削り、同表

備考１１中「における一の建築物の申請の場合により」を「について１２３の９

の項に掲げる区分に応じ」に、「同項」を「同条第３項」に改め、同表備考１１

を同表備考６とし、同表備考１２中「における一の建築物の申請の場合により」

を「について１２３の１０の項に掲げる区分に応じ」に改め、同表備考１２を同

表備考７とし、同表備考１３中「（当該額を備考１０の規定により算出した場合

にあっては、その額）に、」を「に、当該他の建築物について」に改め、「、当

該他の建築物における一の建築物の申請の場合により」を削り、同表中備考１３

を備考８とし、備考１４を備考９とし、備考１５を備考１０とし、備考１６を削

り、備考１７を備考１１とし、同表備考１８中「建築物エネルギー消費性能基準

適合認定申請手数料について、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第

１条第１項第２号イ（３）及びロ（３）に定める基準により共同住宅の申請を行

う」を「建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料又は建築物エネルギ

ー消費性能向上計画変更認定申請手数料について誘導仕様基準による場合の手数

料の額及び建築物エネルギー消費性能基準適合認定申請手数料について仕様基準

等による」に、「当該申請」を「これらの申請」に改め、同表備考１８を同表備

考１２とする。

第２条 杉並区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（昭和５８年

杉並区条例第２２号）の一部を次のように改正する。

別表第２東京都市計画宮前二丁目地区地区計画の項中「若しくは第３項」を

「若しくは第４項」に改める。

附 則

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１条中杉並区事務手数料条例

別表第１の１０４の項、１１８の項、１１９の２の項、１２０の項及び１２０の



２の項の改正規定並びに第２条の規定は、令和５年４月１日から施行する。

２ 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令（令和４年

国土交通省令第６８号）の施行の際、現に都市の低炭素化の促進に関する法律

（平成２４年法律第８４号）第５４条第１項の認定を受けている又は同法第５３

条第１項の規定による認定の申請がなされている低炭素建築物新築等計画の同法

第５５条第１項の規定による変更の認定の申請については、第１条の規定による

改正前の杉並区事務手数料条例（以下「旧条例」という。）別表第１の１２３の

７の項及び備考の規定は、なおその効力を有する。

３ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の一部を改正する省

令（令和４年国土交通省令第６７号）の施行の際、現に建築物のエネルギー消費

性能の向上に関する法律（平成２７年法律第５３号）第３５条第１項の認定を受

けている又は同法第３４条第１項の規定による認定の申請がなされている建築物

エネルギー消費性能向上計画の同法第３６条第１項の規定による変更の認定の申

請については、旧条例別表第１の１２３の１０の項及び備考の規定は、なおその

効力を有する。



杉並区国民健康保険条例及び杉並区介護保険条例の一部を改正する条例を公布す

る。

令和５年３月１５日

杉並区長 岸 本 聡 子

杉並区条例第５号

杉並区国民健康保険条例及び杉並区介護保険条例の一部を改正する条例

第１条 杉並区国民健康保険条例（昭和３４年杉並区条例第２１号）の一部を次の

ように改正する。

附則第１２条第１項中「令和５年３月３１日」を「令和６年３月３１日」に改

める。

第２条 杉並区介護保険条例（平成１２年杉並区条例第３３号）の一部を次のよう

に改正する。

附則第１０条第１項中「令和５年３月３１日」を「令和６年３月３１日」に改

める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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杉並区国民健康保険条例及び杉並区介護保険条例の一部を改正する条例新旧

対照表

第１条による改正（杉並区国民健康保険条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

附 則 附 則

（新型コロナウイルス感染症に係る令和 （新型コロナウイルス感染症に係る令和

元年度分から令和４年度分までの保険料 元年度分から令和４年度分までの保険料

の減免の特例） の減免の特例）

第１２条 第２４条第１項の規定にかか 第１２条 第２４条第１項の規定にかか

わらず、区長は、次に掲げる場合であ わらず、区長は、次に掲げる場合であ

つて、必要があると認めるときは、当 つて、必要があると認めるときは、当

該納付義務者に対し、保険料（令和元 該納付義務者に対し、保険料（令和元

年度分から令和４年度分までの保険料 年度分から令和４年度分までの保険料

であつて、令和２年２月１日から令和 であつて、令和２年２月１日から令和

６年３月３１日までの間に納期限（特 ５年３月３１日までの間に納期限（特

別徴収の方法によつて徴収する保険料 別徴収の方法によつて徴収する保険料

にあつては、当該保険料の徴収に係る にあつては、当該保険料の徴収に係る

特別徴収対象年金給付の支払日）が到 特別徴収対象年金給付の支払日）が到

来するものに限る。）を減免すること 来するものに限る。）を減免すること

ができる。 ができる。

(１)及び(２) 略 (１)及び(２) 略

２ 略 ２ 略

第２条による改正（杉並区介護保険条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

附 則 附 則

資 料
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（新型コロナウイルス感染症に係る令和 （新型コロナウイルス感染症に係る令和

元年度分から令和４年度分までの保険料 元年度分から令和４年度分までの保険料

の減免の特例） の減免の特例）

第１０条 第２１条第１項の規定にかか 第１０条 第２１条第１項の規定にかか

わらず、区長は、次に掲げる場合であ わらず、区長は、次に掲げる場合であ

って、必要があると認めるときは、当 って、必要があると認めるときは、当

該第１号被保険者に対し、保険料（令 該第１号被保険者に対し、保険料（令

和元年度分から令和４年度分までの保 和元年度分から令和４年度分までの保

険料であって、令和２年２月１日から 険料であって、令和２年２月１日から

令和６年３月３１日までの間に納期限 令和５年３月３１日までの間に納期限

（特別徴収の方法によって徴収する保 （特別徴収の方法によって徴収する保

険料にあっては、当該保険料の徴収に 険料にあっては、当該保険料の徴収に

係る特別徴収対象年金給付の支払日） 係る特別徴収対象年金給付の支払日）

が到来するものに限る。）を減免する が到来するものに限る。）を減免する

ことができる。 ことができる。

(１)及び(２) 略 (１)及び(２) 略

２ 略 ２ 略



杉並区個人情報の保護に関する条例を公布する。

令和５年３月１５日

杉並区長 岸 本 聡 子

杉並区条例第６号

杉並区個人情報の保護に関する条例

（趣旨）

第１条 この条例は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以

下「法」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

（用語）

第２条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

（基本理念）

第３条 個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に確実に保護されるべきものであ

ることを踏まえ、杉並区（以下「区」という。）の機関（区長、教育委員会、選

挙管理委員会、監査委員及び農業委員会をいう。以下同じ。）は、個人情報の適

正な取扱いの確保に係る取組を推進し、その保護の水準の維持向上を図ることに

より、区民等の権利利益を保護しなければならない。

（区の機関の責務）

第４条 区の機関は、個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の適正な取扱いを

確保するために必要な対策を講じ、保有個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止

等を図るものとする。

２ 区民等の福祉の向上並びにその生命及び身体の保護に資するため、情報通信技

術を活用するに当たっては、区の機関は、個人情報の確実な保護を図るものとす

る。

（事業者の責務）

第５条 事業者は、その事業の実施に当たっては、個人情報の保護の重要性を認識

し、区民等の権利利益を侵害することのないよう、その適正な取扱いに努めなけ

ればならない。



（業務の登録等）

第６条 区の機関は、業務を新たに開始するに当たり、個人情報を保有するときは、

次の各号に掲げる事項を個人情報登録簿に登録しなければならない。

(１) 業務の名称

(２) 個人情報の利用目的

(３) 個人情報の記録の内容

(４) 対象となる個人の範囲

(５) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

２ 区の機関は、登録に係る業務を廃止し、又は変更するときは、当該登録を抹消

し、又は修正しなければならない。

３ 区の機関は、個人情報登録簿を閲覧に供するとともに、公表しなければならな

い。

（委託等の記録）

第７条 区の機関は、保有個人情報に係る業務の処理を外部に委託し、又は指定管

理者に公の施設の管理を行わせるときは、規則で定める事項を記録しておかなけ

ればならない。

（労働者派遣の記録）

第８条 区の機関は、保有個人情報に係る業務について、労働者派遣事業の適正な

運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和６０年法律第８８号）第

２条第１号に規定する労働者派遣の役務の提供を受けるときは、規則で定める事

項を記録しておかなければならない。

（目的外利用等の記録）

第９条 区の機関は、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又

は区の機関以外のものへ提供したときは、規則で定める事項を記録しておかなけ

ればならない。

（開示請求に係る手数料等）

第１０条 法第８９条第２項の手数料は、無料とする。

２ 保有個人情報の写しの交付等に要する費用は、開示請求者の負担とする。

（開示決定等の期限）



第１１条 開示決定等は、開示請求があった日から１４日以内にしなければならな

い。ただし、法第７７条第３項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該

補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

２ 前項の規定にかかわらず、区の機関は、事務処理上の困難その他正当な理由が

あるときは、同項に規定する期間を３０日以内に限り延長することができる。こ

の場合において、区の機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び

延長の理由を書面により通知しなければならない。

（開示決定等の期限の特例）

第１２条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があっ

た日から４４日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行

に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、区の機

関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示

決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば

足りる。この場合において、区の機関は、同条第１項に規定する期間（同条第２

項の規定により期間を延長した場合にあっては、当該延長後の期間）内に、開示

請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(１) この条の規定を適用する旨及びその理由

(２) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

（訂正決定等の期限）

第１３条 訂正決定等は、訂正請求があった日から２０日以内にしなければならな

い。ただし、法第９１条第３項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該

補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

２ 前項の規定にかかわらず、区の機関は、事務処理上の困難その他正当な理由が

あるときは、同項に規定する期間を３０日以内に限り延長することができる。こ

の場合において、区の機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び

延長の理由を書面により通知しなければならない。

（訂正決定等の期限の特例）

第１４条 区の機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の

規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合におい



て、区の機関は、同条第１項に規定する期間（同条第２項の規定により期間を延

長した場合にあっては、当該延長後の期間）内に、訂正請求者に対し、次に掲げ

る事項を書面により通知しなければならない。

(１) この条の規定を適用する旨及びその理由

(２) 訂正決定等をする期限

（利用停止決定等の期限）

第１５条 利用停止決定等は、利用停止請求があった日から２０日以内にしなけれ

ばならない。ただし、法第９９条第３項の規定により補正を求めた場合にあって

は、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

２ 前項の規定にかかわらず、区の機関は、事務処理上の困難その他正当な理由が

あるときは、同項に規定する期間を３０日以内に限り延長することができる。こ

の場合において、区の機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間

及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

（利用停止決定等の期限の特例）

第１６条 区の機関は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前

条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場

合において、区の機関は、同条第１項に規定する期間（同条第２項の規定により

期間を延長した場合にあっては、当該延長後の期間）内に、利用停止請求者に対

し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(１) この条の規定を適用する旨及びその理由

(２) 利用停止決定等をする期限

（訂正請求等の対象）

第１７条 訂正請求及び利用停止請求は、開示を受けていない保有個人情報に対し

ても、することができる。この場合において、法第９０条第３項、第９１条第１

項第２号（訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日に係る部分に限る。）、

第９８条第３項及び第９９条第１項第２号（利用停止請求に係る保有個人情報の

開示を受けた日に係る部分に限る。）の規定は、適用しない。

２ 前項の場合において、訂正請求又は利用停止請求に対し、当該訂正請求又は利

用停止請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情



報を開示することとなるときは、区の機関は、当該保有個人情報の存否を明らか

にしないで、当該訂正請求又は利用停止請求を拒否することができる。

（審議会への諮問等）

第１８条 区長は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱

いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認め

るときは、杉並区情報公開・個人情報保護審議会に諮問することができる。

（１） この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(２) 法第６６条第１項の規定に基づき講ずる措置の基準を策定し、改定し、又

は廃止しようとする場合

(３) 前２号に掲げる場合のほか、区の機関における個人情報の取扱いに関する

運用上の細則を策定し、改定し、又は廃止しようとする場合

２ 区長は、毎年１回以上、法第６６条第１項の規定に基づき講ずる措置の取組状

況を杉並区情報公開・個人情報保護審議会に報告しなければならない。

（運用状況等の公表）

第１９条 区長は、毎年１回以上、法の運用状況及び規則で定める事項について公

表しなければならない。

（委任）

第２０条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。

２ 杉並区個人情報保護条例（昭和６１年杉並区条例第３９号）は、廃止する。

３ 次に掲げる者に係る前項の規定による廃止前の杉並区個人情報保護条例（以下

「旧条例」という。）第３条第２項、第１２条第３項又は第１２条の２第２項の

規定によるその業務に関して知り得た旧条例第２条第１号に規定する個人情報

（以下「旧個人情報」という。）の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目

的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例に

よる。

(１) この条例の施行の際現に旧個人情報を収集し、又は旧条例第２条第２号に

規定する管理個人情報（以下「旧管理個人情報」という。）を管理し、若しく



は利用していた同条第７号に規定する実施機関（以下「旧実施機関」とい

う。）の職員である者又はこの条例の施行前において当該旧実施機関の職員で

あった者

(２) この条例の施行の際現に旧条例第１２条第２項に規定する受託者である者、

同項の受託業務に従事している者、同項の指定管理者若しくは同項の管理業務

に従事している者又はこの条例の施行前において当該受託者であった者、当該

受託業務に従事していた者、当該指定管理者であった者若しくは当該管理業務

に従事していた者

(３) この条例の施行の際現に旧条例第１２条の２第２項に規定する派遣労働者

である者又はこの条例の施行前において当該派遣労働者であった者

４ この条例の施行の日前に旧条例第１８条、第１９条、第２０条又は第２１条の

規定による請求がされた場合における旧条例に規定する自己情報の開示、訂正、

消去及び利用中止については、なお従前の例による。

５ 次に掲げる者（次項において「職員等」という。）が、正当な理由がないのに、

この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が

記録された旧条例第２条第３号アに係る個人情報ファイル（その全部又は一部を

複製し、又は加工したものを含む。）をこの条例の施行後に提供したときは、２

年以下の懲役又は１００万円以下の罰金に処する。

(１) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前

において旧実施機関の職員であった者

(２) この条例の施行の際現に旧条例第１２条第２項の受託業務に従事している

者若しくは同項の管理業務に従事している者又はこの条例の施行前において当

該受託業務に従事していた者若しくは当該管理業務に従事していた者

(３) 附則第３項第３号に掲げる者

６ 職員等が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が

保有していた旧管理個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な

利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、１年以下の懲役又は５０万円以

下の罰金に処する。

７ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例に



よる。

８ 杉並区自治基本条例（平成１４年杉並区条例第４７号）の一部を次のように改

正する。

第１８条中「図るため、」の次に「個人情報の保護に関する法律（平成１５年

法律第５７号）及び」を加え、「自己に関する個人情報の閲覧等を求める区民の

権利を保障する等、個人情報の」を「自己を本人とする個人情報の開示を求める

権利を保障する等、個人情報の適正な取扱いを図ることにより、その」に改める。

９ 杉並区情報公開・個人情報保護審査会条例（昭和６１年杉並区条例第４０号）

の一部を次のように改正する。

第１条を次のように改める。

（設置等）

第１条 次の各号に掲げる諮問に応じて調査審議するため、杉並区情報公開・個

人情報保護審査会（以下「審査会」という。）を置く。

(１) 杉並区情報公開条例（昭和６１年杉並区条例第３８号）第１４条の規定

による諮問

(２) 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第１０５条第

３項において準用する同条第１項の規定による諮問

２ 前項第２号に規定する諮問に係る事項を処理する場合については、第７条か

ら第１０条の２まで（第１０条第５項及び第６項を除く。）の規定は、適用し

ない。

第２条第２号中「又は杉並区個人情報保護条例第２３条第１項に規定する開示

等をするか否かの決定」を削り、同条第３号中「及び杉並区個人情報保護条例第

２条第２号に規定する管理個人情報」を削る。

第１０条第５項中「前項」を「前２項」に改め、同項を同条第６項とし、同条

第４項の次に次の１項を加える。

５ 行政不服審査法第８１条第３項において準用する同法第７８条第１項の規定

による閲覧又は交付に係る手数料は、無料とする。

１０ 附則第４項の規定により、なお従前の例によることとされた自己情報の開示、

訂正、消去及び利用中止に係る審査請求に係る諮問があった場合における前項の



規定による改正前の杉並区情報公開・個人情報保護審査会条例の規定の適用につ

いては、なお従前の例による。

１１ 杉並区情報公開・個人情報保護審議会条例（昭和６１年杉並区条例第４１

号）の一部を次のように改正する。

第１条中「杉並区個人情報保護条例（昭和６１年杉並区条例第３９号。以下

「個人情報保護条例」という。）」を「個人情報の保護に関する法律（平成１５

年法律第５７号）及び杉並区個人情報の保護に関する条例（令和５年杉並区条例

第６号。以下「個人情報保護条例」という。）」に、「住民基本台帳事務及び」

を「住民基本台帳事務並びに」に改める。

第２条第１項中「掲げる事項」の次に「であつて、個人情報の適正な取扱いを

確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると区長が認

めるもの」を加える。

１２ 杉並区行政不服審査会条例（平成２８年杉並区条例第１３号）の一部を次の

ように改正する。

第１条に次の１項を加える。

２ 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第１０５条第３項

において準用する同条第１項の規定による諮問を受ける附属機関については、

別に条例で定める。

１３ 杉並区防犯カメラの設置及び利用に関する条例（平成１６年杉並区条例第１

７号）の一部を次のように改正する。

第６条第２項中「防犯カメラ取扱者」の次に「（個人情報の保護に関する法律

（平成１５年法律第５７号）第２条第１１項に規定する行政機関等及び同法第１

６条第２項に規定する個人情報取扱事業者を除く。第５項において同じ。）」を

加える。

第８条第３項中「必要が」を「個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的

な知見に基づく意見を聴くことが特に必要で」に改める。

１４ 杉並区住民基本台帳に係る個人情報の保護に関する条例（平成１３年杉並区

条例第４４号）の一部を次のように改正する。

第６条第３項中「あらかじめ審議会の意見を聴くとともに、広く区民の意見を



求める」を「広く区民の意見を求めるとともに、個人情報の適正な取扱いを確保

するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、

審議会の意見を聴く」に改め、同条第４項中「審議会に報告」を「公表」に改め

る。
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杉並区個人情報の保護に関する条例新旧対照表

附則第８項による改正（杉並区自治基本条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（個人情報の保護） （個人情報の保護）

第１８条 区は、区民の基本的人権の擁 第１８条 区は、区民の基本的人権の擁

護と信頼される区政の実現を図るた 護と信頼される区政の実現を図るた

め、個人情報の保護に関する法律（平 め、

成１５年法律第５７号）及び別に条例 別に条例

で定めるところにより、自己を本人と で定めるところにより、自己に関する

する個人情報の開示を求める権利を保 個人情報の閲覧等を求める区民の権利

障する等、個人情報の適正な取扱いを を保障する等、個人情報の

図ることにより、その保護に努めなけ 保護に努めなけ

ればならない。 ればならない。

附則第９項による改正（杉並区情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（設置等） （設置）

第１条 次の各号に掲げる諮問に応じて 第１条 杉並区情報公開条例（昭和６１

調査審議するため、杉並区情報公開・ 年杉並区条例第３８号）第１４条及び

個人情報保護審査会（以下「審査会」 杉並区個人情報保護条例（昭和６１年

という。）を置く。 杉並区条例第３９号）第２５条の規定

(１) 杉並区情報公開条例（昭和６１ による諮問（以下「諮問」という。）

年杉並区条例第３８号）第１４条の に応じて調査審議するため、杉並区情

規定による諮問 報公開・個人情報保護審査会（以下

(２) 個人情報の保護に関する法律 「審査会」という。）を置く。

（平成１５年法律第５７号）第１０

資 料
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５条第３項において準用する同条第

１項の規定による諮問

２ 前項第２号に規定する諮問に係る事

項を処理する場合については、第７条

から第１０条の２まで（第１０条第５

項及び第６項を除く。）の規定は、適

用しない。

（定義） （定義）

第２条 この条例において、次の各号に 第２条 この条例において、次の各号に

掲げる用語の意義は、それぞれ当該各 掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 号に定めるところによる。

(１) 略 (１) 略

(２) 決定等 杉並区情報公開条例第 (２) 決定等 杉並区情報公開条例第

１０条第３項に規定する公開決定等 １０条第３項に規定する公開決定等

又は杉並区個人情報保護条例第２３

条第１項に規定する開示等をするか

をいう。 否かの決定をいう。

(３) 情報 杉並区情報公開条例第２ (３) 情報 杉並区情報公開条例第２

条第２号に規定する情報 条第２号に規定する情報及び杉並区

個人情報保護条例第２条第２号に規

をいう。 定する管理個人情報をいう。

（提出資料の閲覧等） （提出資料の閲覧等）

第１０条 略 第１０条 略

２～４ 略 ２～４ 略

５ 行政不服審査法第８１条第３項にお

いて準用する同法第７８条第１項の規

定による閲覧又は交付に係る手数料

は、無料とする。

６ 前２項に規定する交付に要する費用 ５ 前項 に規定する交付に要する費用
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資 料

は、当該交付を受ける審査請求人又は は、当該交付を受ける審査請求人又は

参加人の負担とする。 参加人の負担とする。

附則第１１項による改正（杉並区情報公開・個人情報保護審議会条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（設置） （設置）

第１条 杉並区情報公開条例（昭和６１ 第１条 杉並区情報公開条例（昭和６１

年杉並区条例第３８号）に基づく情報 年杉並区条例第３８号）に基づく情報

公開制度、個人情報の保護に関する法 公開制度、杉並区個人情報保護条例

律（平成１５年法律第５７号）及び杉 （昭和６１年杉並区条例第３９号。以

並区個人情報の保護に関する条例（令 下「個人情報保護条例」という。）

和５年杉並区条例第６号。以下「個人

情報保護条例」という。）に基づく個 に基づく個

人情報保護制度、杉並区住民基本台帳 人情報保護制度、杉並区住民基本台帳

に係る個人情報の保護に関する条例 に係る個人情報の保護に関する条例

（平成１３年杉並区条例第４４号。以 （平成１３年杉並区条例第４４号。以

下「住基条例」という。）に基づく住 下「住基条例」という。）に基づく住

民基本台帳事務並びに杉並区防犯カメ 民基本台帳事務及び 杉並区防犯カメ

ラの設置及び利用に関する条例（平成 ラの設置及び利用に関する条例（平成

１６年杉並区条例第１７号。以下「防 １６年杉並区条例第１７号。以下「防

犯カメラ条例」という。）に基づく防 犯カメラ条例」という。）に基づく防

犯カメラの設置等に関する事務の適正 犯カメラの設置等に関する事務の適正

かつ円滑な運営を推進し、並びに行政 かつ円滑な運営を推進し、並びに行政

手続における特定の個人を識別するた 手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律（平成 めの番号の利用等に関する法律（平成

２５年法律第２７号。以下「番号利用 ２５年法律第２７号。以下「番号利用

法」という。）に基づく特定個人情報 法」という。）に基づく特定個人情報

（番号利用法第２条第８項に規定する （番号利用法第２条第８項に規定する
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特定個人情報をいう。以下同じ。）の 特定個人情報をいう。以下同じ。）の

取扱いの適正を確保するため、杉並区 取扱いの適正を確保するため、杉並区

情報公開・個人情報保護審議会（以下 情報公開・個人情報保護審議会（以下

「審議会」という。）を置く。 「審議会」という。）を置く。

（所掌事項） （所掌事項）

第２条 審議会は、個人情報保護条例、 第２条 審議会は、個人情報保護条例、

住基条例及び防犯カメラ条例の規定に 住基条例及び防犯カメラ条例の規定に

より区長がその意見を聴くこととされ より区長がその意見を聴くこととされ

た事項のほか、次に掲げる事項であつ た事項のほか、次に掲げる事項

て、個人情報の適正な取扱いを確保す

るため専門的な知見に基づく意見を聴

くことが特に必要であると区長が認め

るものについて、区長の諮問に応じ、 について、区長の諮問に応じ、

答申する。 答申する。

(１)及び(２) 略 (１)及び(２) 略

２ 略 ２ 略

附則第１２項による改正（杉並区行政不服審査会条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（趣旨） （趣旨）

第１条 略 第１条 略

２ 個人情報の保護に関する法律（平成

１５年法律第５７号）第１０５条第３

項において準用する同条第１項の規定

による諮問を受ける附属機関について

は、別に条例で定める。

附則第１３項による改正（杉並区防犯カメラの設置及び利用に関する条例の一部改
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正）

新 条 例 旧 条 例

第６条 略 第６条 略

２ 防犯カメラ取扱者（個人情報の保護 ２ 防犯カメラ取扱者

に関する法律（平成１５年法律第５７

号）第２条第１１項に規定する行政機

関等及び同法第１６条第２項に規定す

る個人情報取扱事業者を除く。第５項

において同じ。）は、次に掲げる場合 は、次に掲げる場合

を除き、画像を設置目的以外の目的に を除き、画像を設置目的以外の目的に

利用し、又は第三者に提供してはなら 利用し、又は第三者に提供してはなら

ない。 ない。

(１)～(３) 略 (１)～(３) 略

３～６ 略 ３～６ 略

（苦情の申立て） （苦情の申立て）

第８条 略 第８条 略

２ 略 ２ 略

３ 区長は、第１項の苦情の処理につい ３ 区長は、第１項の苦情の処理につい

て個人情報の適正な取扱いを確保する て必要が

ため専門的な知見に基づく意見を聴く

ことが特に必要であると認めるとき あると認めるとき

は、杉並区情報公開・個人情報保護審 は、杉並区情報公開・個人情報保護審

議会の意見を聴くことができる。 議会の意見を聴くことができる。

附則第１４項による改正（杉並区住民基本台帳に係る個人情報の保護に関する条例

の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

資 料
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（不適正利用に対する措置） （不適正利用に対する措置）

第６条 略 第６条 略

２ 略 ２ 略

３ 区長は、前項に規定する措置を講ず ３ 区長は、前項に規定する措置を講ず

るに当たっては、広く区民の意見を求 るに当たっては、あらかじめ審議会の

めるとともに、個人情報の適正な取扱 意見を聴くとともに、広く区民の意見

いを確保するため専門的な知見に基づ を求める

く意見を聴くことが特に必要であると

認めるときは、審議会の意見を聴くも も

のとする。 のとする。

４ 区長は、区民の基本的人権が侵害さ ４ 区長は、区民の基本的人権が侵害さ

れるおそれについて、明白かつ差し迫 れるおそれについて、明白かつ差し迫

った危険があると認めるときは、第１ った危険があると認めるときは、第１

項及び前項の規定にかかわらず、報告 項及び前項の規定にかかわらず、報告

の要請又は意見の聴取を行わずに必要 の要請又は意見の聴取を行わずに必要

な措置を講ずることができる。この場 な措置を講ずることができる。この場

合において、必要な措置を講じた後、 合において、必要な措置を講じた後、

その措置の内容について速やかに公表 その措置の内容について速やかに審議

するものとする。 会に報告するものとする。



杉並区立こども発達センター条例等の一部を改正する条例を公布する。

令和５年３月１５日

杉並区長 岸 本 聡 子

杉並区条例第７号

杉並区立こども発達センター条例等の一部を改正する条例

第１条 杉並区立こども発達センター条例（平成８年杉並区条例第３２号）の一部

を次のように改正する。

第５条第１項第１号及び第２号中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改め、

同項第３号中「厚生労働大臣」を「主務大臣」に改める。

第２条 杉並区立重症心身障害児通所施設条例（平成２７年杉並区条例第３０号）

の一部を次のように改正する。

第５条第１項ただし書中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

第３条 杉並区立すぎのき生活園条例（昭和６２年杉並区条例第３２号）の一部を

次のように改正する。

第４条第１項中「厚生労働大臣」を「主務大臣」に改める。

第４条 杉並区立身体障害者通所施設条例（平成４年杉並区条例第３８号）の一部

を次のように改正する。

第５条第１項中「厚生労働大臣」を「主務大臣」に改める。

第５条 杉並区子ども・子育て会議条例（平成２５年杉並区条例第２７号）の一部

を次のように改正する。

第１条中「第７７条第１項」を「第７２条第１項」に改める。

第３条中「第７７条第１項各号」を「第７２条第１項各号」に改める。

第６条 杉並区立子供園条例（平成２１年杉並区条例第４２号）の一部を次のよう

に改正する。

第２条第１項第１号中「第２５条」を「第２５条第１項」に改める。

第７条 杉並区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例（平成２６年

杉並区条例第２７号）の一部を次のように改正する。



第２５条中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

第８条 杉並区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する

条例（平成２６年杉並区条例第２８号）の一部を次のように改正する。

第４条第２項ただし書中「第１９条第１項第３号」を「第１９条第３号」に改

め、同項第１号中「第１９条第１項各号」を「第１９条各号」に改め、同項第２

号中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、同項第３号中「第

１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に、「同項第３号」を「同条第３

号」に改める。

第６条第２項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、同条

第３項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に、「同項第２号」を

「同条第２号」に改める。

第７条第２項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改める。

第８条中「第１９条第１項各号」を「第１９条各号」に改める。

第１３条第４項第３号ア（ア）中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１

号」に改め、同号ア（イ）中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に

改め、同号イ（ア）中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、

同号イ（イ）中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改める。

第１５条第１項第３号中「第２５条」を「第２５条第１項」に改め、同項第４

号中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

第２０条第４号中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改める。

第３５条第１項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、同

条第２項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に、「同項第２号」

を「同条第２号」に、「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改め、

同条第３項中「同項第１号」を「同条第１号」に、「第１９条第１項第２号」を

「法第１９条第２号」に、「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に、

「同項第２号」を「同条第２号」に改める。

第３６条第１項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改め、同

条第２項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に、「同項第１号」

を「同条第１号」に、「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、



同条第３項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に、「第１９条第

１項第２号」を「第１９条第２号」に、「同項第１号」を「同条第１号」に、

「同項第２号」を「同条第２号」に改める。

第３７条第２項中「第１９条第１項第３号」を「第１９条第３号」に改める。

第３９条第２項中「第１９条第１項第３号」を「第１９条第３号」に改め、同

条第４項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に、「同項第２号」

を「同条第２号」に改める。

第４４条中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

第５１条第１項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、同

条第２項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に、「同項第２号」

を「同条第２号」に、同条第３項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１

号」に、「同項第３号」を「同条第３号」に、「同項第２号」を「同条第２号」

に改める。

第５２条第１項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に、同条第

２項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に、「同項第３号」を

「同条第３号」に、「同項第１号」を「同条第１号」に改める。

第９条 杉並区子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例（平成２６年杉並

区条例第２９号）の一部を次のように改正する。

第１条中「第８７条」を「第８２条」に改める。

第１０条 杉並区子ども・子育て支援法の一部を改正する法律附則第４条に規定す

る児童福祉法第５９条の２第１項に規定する施設に関する経過措置に関する条例

（令和元年杉並区条例第１１号）の一部を次のように改正する。

第３条第１号エ（ク）中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

附 則

この条例は、令和５年４月１日から施行する。
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杉並区立こども発達センター条例等の一部を改正する条例新旧対照表

第１条による改正（杉並区立こども発達センター条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（使用料等） （使用料等）

第５条 センターの使用料は、無料とす 第５条 センターの使用料は、無料とす

る。ただし、次の各号に掲げる事業を る。ただし、次の各号に掲げる事業を

利用する者は、当該各号に定める額を 利用する者は、当該各号に定める額を

納めなければならない。 納めなければならない。

(１) 児童発達支援又は保育所等訪問 (１) 児童発達支援又は保育所等訪問

支援 法第２１条の５の３第２項第 支援 法第２１条の５の３第２項第

１号に規定する障害児通所支援の種 １号に規定する障害児通所支援の種

類ごとに指定通所支援に通常要する 類ごとに指定通所支援に通常要する

費用（通所特定費用を除く。）につ 費用（通所特定費用を除く。）につ

き、内閣総理大臣が定める基準によ き、厚生労働大臣が定める基準によ

り算定した費用の額（その額が現に り算定した費用の額（その額が現に

当該指定通所支援に要した費用（通 当該指定通所支援に要した費用（通

所特定費用を除く。）の額を超える 所特定費用を除く。）の額を超える

ときは、当該現に指定通所支援に要 ときは、当該現に指定通所支援に要

した費用の額） した費用の額）

(２) 障害児相談支援 法第２４条の (２) 障害児相談支援 法第２４条の

２６第２項に規定する指定障害児支 ２６第２項に規定する指定障害児支

援利用援助又は指定継続障害児支援 援利用援助又は指定継続障害児支援

利用援助（以下「指定障害児相談支 利用援助（以下「指定障害児相談支

援」という。）に通常要する費用に 援」という。）に通常要する費用に

つき、内閣総理大臣が定める基準に つき、厚生労働大臣が定める基準に

より算定した費用の額（その額が現 より算定した費用の額（その額が現

に当該指定障害児相談支援に要した に当該指定障害児相談支援に要した

資 料
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費用の額を超えるときは、当該現に 費用の額を超えるときは、当該現に

指定障害児相談支援に要した費用の 指定障害児相談支援に要した費用の

額） 額）

(３) 計画相談支援 障害者総合支援 (３) 計画相談支援 障害者総合支援

法第５１条の１７第２項に規定する 法第５１条の１７第２項に規定する

指定サービス利用支援又は指定継続 指定サービス利用支援又は指定継続

サービス利用支援（以下「指定計画 サービス利用支援（以下「指定計画

相談支援」という。）に通常要する 相談支援」という。）に通常要する

費用につき、主務大臣 が定める 費用につき、厚生労働大臣が定める

基準により算定した費用の額（その 基準により算定した費用の額（その

額が現に当該指定計画相談支援に要 額が現に当該指定計画相談支援に要

した費用の額を超えるときは、当該 した費用の額を超えるときは、当該

現に指定計画相談支援に要した費用 現に指定計画相談支援に要した費用

の額） の額）

２ 略 ２ 略

第２条による改正（杉並区立重症心身障害児通所施設条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（使用料等） （使用料等）

第５条 通所施設の使用料は、無料とす 第５条 通所施設の使用料は、無料とす

る。ただし、児童発達支援を受ける者 る。ただし、児童発達支援を受ける者

は、法第２１条の５の３第２項第１号 は、法第２１条の５の３第２項第１号

に規定する障害児通所支援の種類ごと に規定する障害児通所支援の種類ごと

に指定通所支援に通常要する費用（通 に指定通所支援に通常要する費用（通

所特定費用を除く。）につき、内閣総 所特定費用を除く。）につき、厚生労

理大臣が定める基準により算定した費 働大臣が定める基準により算定した費

用の額（その額が現に当該指定通所支 用の額（その額が現に当該指定通所支

援に要した費用（通所特定費用を除 援に要した費用（通所特定費用を除
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く。）の額を超えるときは、当該現に く。）の額を超えるときは、当該現に

指定通所支援に要した費用の額）を納 指定通所支援に要した費用の額）を納

めなければならない。 めなければならない。

２ 略 ２ 略

第３条による改正（杉並区立すぎのき生活園条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（使用料等） （使用料等）

第４条 生活園を利用する者は、法第２ 第４条 生活園を利用する者は、法第２

９条第３項第１号に規定する障害福祉 ９条第３項第１号に規定する障害福祉

サービスの種類ごとに指定障害福祉サ サービスの種類ごとに指定障害福祉サ

ービス等に通常要する費用（特定費用 ービス等に通常要する費用（特定費用

を除く。）につき、主務大臣 が定 を除く。）につき、厚生労働大臣が定

める基準により算定した費用の額（そ める基準により算定した費用の額（そ

の額が現に当該指定障害福祉サービス の額が現に当該指定障害福祉サービス

等に要した費用（特定費用を除く。） 等に要した費用（特定費用を除く。）

の額を超えるときは、当該現に指定障 の額を超えるときは、当該現に指定障

害福祉サービス等に要した費用の額） 害福祉サービス等に要した費用の額）

を納めなければならない。 を納めなければならない。

２ 略 ２ 略

第４条による改正（杉並区立身体障害者通所施設条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（使用料等） （使用料等）

第５条 通所施設を利用する者（以下 第５条 通所施設を利用する者（以下

「利用者」という。）は、法第２９条 「利用者」という。）は、法第２９条

第３項第１号に規定する障害福祉サー 第３項第１号に規定する障害福祉サー
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ビスの種類ごとに指定障害福祉サービ ビスの種類ごとに指定障害福祉サービ

ス等に通常要する費用（特定費用を除 ス等に通常要する費用（特定費用を除

く。）につき、主務大臣 が定める く。）につき、厚生労働大臣が定める

基準により算定した費用の額（その額 基準により算定した費用の額（その額

が現に当該指定障害福祉サービス等に が現に当該指定障害福祉サービス等に

要した費用（特定費用を除く。）の額 要した費用（特定費用を除く。）の額

を超えるときは、当該現に指定障害福 を超えるときは、当該現に指定障害福

祉サービス等に要した費用の額）を納 祉サービス等に要した費用の額）を納

めなければならない。 めなければならない。

２ 略 ２ 略

第５条による改正（杉並区子ども・子育て会議条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（設置） （設置）

第１条 子ども・子育て支援法（平成２ 第１条 子ども・子育て支援法（平成２

４年法律第６５号。以下「法」とい ４年法律第６５号。以下「法」とい

う。）第７２条第１項の規定に基づ う。）第７７条第１項の規定に基づ

き、区長の附属機関として、杉並区子 き、区長の附属機関として、杉並区子

ども・子育て会議（以下「子ども・子 ども・子育て会議（以下「子ども・子

育て会議」という。）を置く。 育て会議」という。）を置く。

（所掌事項） （所掌事項）

第３条 子ども・子育て会議は、法第７ 第３条 子ども・子育て会議は、法第７

２条第１項各号に掲げる事務を処理す ７条第１項各号に掲げる事務を処理す

るほか、区長が必要と認める事項につ るほか、区長が必要と認める事項につ

いて意見を述べるものとする。 いて意見を述べるものとする。

第６条による改正（杉並区立子供園条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例



- 5 -

資 料

（事業） （事業）

第２条 子供園は、前条の目的を達成す 第２条 子供園は、前条の目的を達成す

るため、次の事業を行う。 るため、次の事業を行う。

(１) 幼稚園教育要領（学校教育法 (１) 幼稚園教育要領（学校教育法

（昭和２２年法律第２６号）第２５ （昭和２２年法律第２６号）第２５

条第１項の規定に基づき文部科学大 条 の規定に基づき文部科学大

臣が定めるものをいう。）に従って 臣が定めるものをいう。）に従って

編成された教育課程に基づく教育 編成された教育課程に基づく教育

（以下「短時間保育」という。）の （以下「短時間保育」という。）の

実施に関すること。 実施に関すること。

(２)～(４) 略 (２)～(４) 略

２ 略 ２ 略

第７条による改正（杉並区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の

一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（保育の内容） （保育の内容）

第２５条 家庭的保育事業者は、児童福 第２５条 家庭的保育事業者は、児童福

祉施設の設備及び運営に関する基準 祉施設の設備及び運営に関する基準

（昭和２３年厚生省令第６３号）第３ （昭和２３年厚生省令第６３号）第３

５条の規定に基づき保育所における保 ５条の規定に基づき保育所における保

育の内容について内閣総理大臣が定め 育の内容について厚生労働大臣が定め

る指針に準じ、家庭的保育事業の特性 る指針に準じ、家庭的保育事業の特性

に留意して、保育する乳幼児の心身の に留意して、保育する乳幼児の心身の

状況等に応じた保育を適切に提供しな 状況等に応じた保育を適切に提供しな

ければならない。 ければならない。
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第８条による改正（杉並区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基

準に関する条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（利用定員） （利用定員）

第４条 略 第４条 略

２ 特定教育・保育施設は、次の各号に ２ 特定教育・保育施設は、次の各号に

掲げる特定教育・保育施設の区分に応 掲げる特定教育・保育施設の区分に応

じ、当該各号に定める小学校就学前子 じ、当該各号に定める小学校就学前子

どもの区分ごとの利用定員を定めるも どもの区分ごとの利用定員を定めるも

のとする。ただし、法第１９条第３号 のとする。ただし、法第１９条第１項

に掲げる小学校就学前子どもの 第３号に掲げる小学校就学前子どもの

区分にあっては、満１歳に満たない小 区分にあっては、満１歳に満たない小

学校就学前子ども及び満１歳以上の小 学校就学前子ども及び満１歳以上の小

学校就学前子どもに区分して定めるも 学校就学前子どもに区分して定めるも

のとする。 のとする。

(１) 認定こども園 法第１９条各号 (１) 認定こども園 法第１９条第１

に掲げる小学校就学前子ども 項各号に掲げる小学校就学前子ども

の区分 の区分

(２) 幼稚園 法第１９条第１号 (２) 幼稚園 法第１９条第１項第１

に掲げる小学校就学前子どもの区 号に掲げる小学校就学前子どもの区

分 分

(３) 保育所 法第１９条第２号 (３) 保育所 法第１９条第１項第２

に掲げる小学校就学前子どもの区 号に掲げる小学校就学前子どもの区

分及び同条第３号に掲げる小学校就 分及び同項第３号に掲げる小学校就

学前子どもの区分 学前子どもの区分

（正当な理由のない提供拒否の禁止等） （正当な理由のない提供拒否の禁止等）

第６条 略 第６条 略

２ 特定教育・保育施設（認定こども園 ２ 特定教育・保育施設（認定こども園
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又は幼稚園に限る。）は、利用の申込 又は幼稚園に限る。）は、利用の申込

みに係る法第１９条第１号 に掲 みに係る法第１９条第１項第１号に掲

げる小学校就学前子ども及び当該特定 げる小学校就学前子ども及び当該特定

教育・保育施設を現に利用している同 教育・保育施設を現に利用している同

号に掲げる小学校就学前子どもに該当 号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子どもの総数 する教育・保育給付認定子どもの総数

が、当該特定教育・保育施設の同号に が、当該特定教育・保育施設の同号に

掲げる小学校就学前子どもの区分に係 掲げる小学校就学前子どもの区分に係

る利用定員を超える場合においては、 る利用定員を超える場合においては、

抽選又は利用の申込みを受けた順序に 抽選又は利用の申込みを受けた順序に

より決定する方法、当該特定教育・保 より決定する方法、当該特定教育・保

育施設の設置者の教育・保育に関する 育施設の設置者の教育・保育に関する

理念又は基本方針等に基づく選考その 理念又は基本方針等に基づく選考その

他公正な方法により選考しなければな 他公正な方法により選考しなければな

らない。 らない。

３ 特定教育・保育施設（認定こども園 ３ 特定教育・保育施設（認定こども園

又は保育所に限る。）は、利用の申込 又は保育所に限る。）は、利用の申込

みに係る法第１９条第２号 又は みに係る法第１９条第１項第２号又は

第３号に掲げる小学校就学前子ども及 第３号に掲げる小学校就学前子ども及

び当該特定教育・保育施設を現に利用 び当該特定教育・保育施設を現に利用

している同条第２号又は第３号に掲げ している同項第２号又は第３号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する教育 る小学校就学前子どもに該当する教育

・保育給付認定子どもの総数が、当該 ・保育給付認定子どもの総数が、当該

特定教育・保育施設の同条第２号又は 特定教育・保育施設の同項第２号又は

第３号に掲げる小学校就学前子どもの 第３号に掲げる小学校就学前子どもの

区分に係る利用定員を超える場合にお 区分に係る利用定員を超える場合にお

いては、教育・保育給付認定に基づ いては、教育・保育給付認定に基づ

き、保育の必要の程度及び家族等の状 き、保育の必要の程度及び家族等の状

況を勘案し、保育を受ける必要性が高 況を勘案し、保育を受ける必要性が高
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いと認められる教育・保育給付認定子 いと認められる教育・保育給付認定子

どもが優先的に利用できるよう、選考 どもが優先的に利用できるよう、選考

するものとする。 するものとする。

４及び５ 略 ４及び５ 略

（あっせん、調整及び要請に対する協 （あっせん、調整及び要請に対する協

力） 力）

第７条 略 第７条 略

２ 特定教育・保育施設（認定こども園 ２ 特定教育・保育施設（認定こども園

又は保育所に限る。）は、法第１９条 又は保育所に限る。）は、法第１９条

第２号 又は第３号に掲げる小学 第１項第２号又は第３号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育 校就学前子どもに該当する教育・保育

給付認定子どもに係る当該特定教育・ 給付認定子どもに係る当該特定教育・

保育施設の利用について児童福祉法第 保育施設の利用について児童福祉法第

２４条第３項（同法第７３条第１項の ２４条第３項（同法第７３条第１項の

規定により読み替えて適用する場合を 規定により読み替えて適用する場合を

含む。）の規定により区が行う調整及 含む。）の規定により区が行う調整及

び要請に対し、できる限り協力しなけ び要請に対し、できる限り協力しなけ

ればならない。 ればならない。

（受給資格等の確認） （受給資格等の確認）

第８条 特定教育・保育施設は、特定教 第８条 特定教育・保育施設は、特定教

育・保育の提供を求められた場合は、 育・保育の提供を求められた場合は、

教育・保育給付認定保護者の提示する 教育・保育給付認定保護者の提示する

支給認定証（教育・保育給付認定保護 支給認定証（教育・保育給付認定保護

者が支給認定証の交付を受けていない 者が支給認定証の交付を受けていない

場合にあっては、子ども・子育て支援 場合にあっては、子ども・子育て支援

法施行規則（平成２６年内閣府令第４ 法施行規則（平成２６年内閣府令第４

４号）第７条第２項の規定による通 ４号）第７条第２項の規定による通

知）によって、教育・保育給付認定の 知）によって、教育・保育給付認定の

有無、教育・保育給付認定子どもの該 有無、教育・保育給付認定子どもの該
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当する法第１９条各号 に掲げる 当する法第１９条第１項各号に掲げる

小学校就学前子どもの区分、教育・保 小学校就学前子どもの区分、教育・保

育給付認定の有効期間、保育必要量等 育給付認定の有効期間、保育必要量等

を確認するものとする。 を確認するものとする。

（利用者負担額等の受領） （利用者負担額等の受領）

第１３条 略 第１３条 略

２及び３ 略 ２及び３ 略

４ 特定教育・保育施設は、前３項の支 ４ 特定教育・保育施設は、前３項の支

払を受ける額のほか、特定教育・保育 払を受ける額のほか、特定教育・保育

において提供される便宜に要する費用 において提供される便宜に要する費用

のうち、次に掲げる費用の額の支払を のうち、次に掲げる費用の額の支払を

教育・保育給付認定保護者から受ける 教育・保育給付認定保護者から受ける

ことができる。 ことができる。

(１)及び(２) 略 (１)及び(２) 略

(３) 食事の提供（次に掲げるものを (３) 食事の提供（次に掲げるものを

除く。）に要する費用 除く。）に要する費用

ア 次に掲げる令第４条第１項に規 ア 次に掲げる令第４条第１項に規

定する満３歳以上教育・保育給付 定する満３歳以上教育・保育給付

認定子ども（以下「満３歳以上教 認定子ども（以下「満３歳以上教

育・保育給付認定子ども」とい 育・保育給付認定子ども」とい

う。）のうち、その教育・保育給 う。）のうち、その教育・保育給

付認定保護者及び当該教育・保育 付認定保護者及び当該教育・保育

給付認定保護者と同一の世帯に属 給付認定保護者と同一の世帯に属

する者に係る令第４条第２項第２ する者に係る令第４条第２項第２

号に規定する市町村民税所得割合 号に規定する市町村民税所得割合

算額がそれぞれ次に定める金額未 算額がそれぞれ次に定める金額未

満であるものに対する副食の提供 満であるものに対する副食の提供

(ア) 法第１９条第１号 に (ア) 法第１９条第１項第１号に

掲げる小学校就学前子どもに該 掲げる小学校就学前子どもに該
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当する教育・保育給付認定子ど 当する教育・保育給付認定子ど

も ７万７，１０１円 も ７万７，１０１円

(イ) 法第１９条第２号 に (イ) 法第１９条第１項第２号に

掲げる小学校就学前子どもに該 掲げる小学校就学前子どもに該

当する教育・保育給付認定子ど 当する教育・保育給付認定子ど

も（令第４条第１項第２号に規 も（令第４条第１項第２号に規

定する特定満３歳以上保育認定 定する特定満３歳以上保育認定

子どもを除く。イ（イ）におい 子どもを除く。イ（イ）におい

て同じ。） ５万７，７００円 て同じ。） ５万７，７００円

（令第４条第２項第６号に規定 （令第４条第２項第６号に規定

する特定教育・保育給付認定保 する特定教育・保育給付認定保

護者にあっては、７万７，１０ 護者にあっては、７万７，１０

１円） １円）

イ 次に掲げる満３歳以上教育・保 イ 次に掲げる満３歳以上教育・保

育給付認定子どものうち、令第１ 育給付認定子どものうち、令第１

３条第２項に規定する負担額算定 ３条第２項に規定する負担額算定

基準子ども（以下「負担額算定基 基準子ども（以下「負担額算定基

準子ども」という。）又は小学校 準子ども」という。）又は小学校

第３学年修了前子ども（小学校、 第３学年修了前子ども（小学校、

学校教育法（昭和２２年法律第２ 学校教育法（昭和２２年法律第２

６号）第４９条の５に規定する義 ６号）第４９条の５に規定する義

務教育学校の前期課程又は同法第 務教育学校の前期課程又は同法第

７６条第１項に規定する特別支援 ７６条第１項に規定する特別支援

学校の小学部の第１学年から第３ 学校の小学部の第１学年から第３

学年までに在籍する子どもをい 学年までに在籍する子どもをい

う。以下同じ。）が同一の世帯に う。以下同じ。）が同一の世帯に

３人以上いる場合にそれぞれ次に ３人以上いる場合にそれぞれ次に

定める者に該当するものに対する 定める者に該当するものに対する

副食の提供（アに該当するものを 副食の提供（アに該当するものを
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除く。） 除く。）

(ア) 法第１９条第１号 に (ア) 法第１９条第１項第１号に

掲げる小学校就学前子どもに該 掲げる小学校就学前子どもに該

当する教育・保育給付認定子ど 当する教育・保育給付認定子ど

も 負担額算定基準子ども（当 も 負担額算定基準子ども（当

該負担額算定基準子どもと同一 該負担額算定基準子どもと同一

の世帯に属する負担額算定基準 の世帯に属する負担額算定基準

子ども又は小学校第３学年修了 子ども又は小学校第３学年修了

前子どものうち最年長者及び２ 前子どものうち最年長者及び２

番目の年長者である者を除 番目の年長者である者を除

く。）である者 く。）である者

(イ) 法第１９条第２号 に (イ) 法第１９条第１項第２号に

掲げる小学校就学前子どもに該 掲げる小学校就学前子どもに該

当する教育・保育給付認定子ど 当する教育・保育給付認定子ど

も 負担額算定基準子ども（そ も 負担額算定基準子ども（そ

のうち最年長者及び２番目の年 のうち最年長者及び２番目の年

長者である者を除く。）である 長者である者を除く。）である

者 者

ウ 略 ウ 略

(４)及び(５) 略 (４)及び(５) 略

５及び６ 略 ５及び６ 略

（特定教育・保育の内容） （特定教育・保育の内容）

第１５条 特定教育・保育施設は、次の 第１５条 特定教育・保育施設は、次の

各号に掲げる施設の区分に応じて、当 各号に掲げる施設の区分に応じて、当

該各号に定めるものに基づき、小学校 該各号に定めるものに基づき、小学校

就学前子どもの心身の状況等に応じた 就学前子どもの心身の状況等に応じた

特定教育・保育を適切に提供しなけれ 特定教育・保育を適切に提供しなけれ

ばならない。 ばならない。

(１)及び(２) 略 (１)及び(２) 略
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(３) 幼稚園 幼稚園教育要領（学校 (３) 幼稚園 幼稚園教育要領（学校

教育法第２５条第１項の規定に基づ 教育法第２５条 の規定に基づ

き文部科学大臣が定める幼稚園の教 き文部科学大臣が定める幼稚園の教

育課程その他の教育内容に関する事 育課程その他の教育内容に関する事

項をいう。） 項をいう。）

(４) 保育所 児童福祉施設の設備及 (４) 保育所 児童福祉施設の設備及

び運営に関する基準（昭和２３年厚 び運営に関する基準（昭和２３年厚

生省令第６３号）第３５条の規定に 生省令第６３号）第３５条の規定に

基づき保育所における保育の内容に 基づき保育所における保育の内容に

ついて内閣総理大臣が定める指針 ついて厚生労働大臣が定める指針

２ 略 ２ 略

（運営規程） （運営規程）

第２０条 特定教育・保育施設は、特定 第２０条 特定教育・保育施設は、特定

教育・保育施設ごとに、次に掲げる特 教育・保育施設ごとに、次に掲げる特

定教育・保育施設の運営についての重 定教育・保育施設の運営についての重

要事項に関する規程（第２３条におい 要事項に関する規程（第２３条におい

て「運営規程」という。）を定めてお て「運営規程」という。）を定めてお

かなければならない。 かなければならない。

(１)～(３) 略 (１)～(３) 略

(４) 特定教育・保育の提供を行う日 (４) 特定教育・保育の提供を行う日

（法第１９条第１号 に掲げる （法第１９条第１項第１号に掲げる

小学校就学前子どもの区分に係る利 小学校就学前子どもの区分に係る利

用定員を定めている施設にあって 用定員を定めている施設にあって

は、学期を含む。）及び時間並びに は、学期を含む。）及び時間並びに

提供を行わない日 提供を行わない日

(５)～(１１) 略 (５)～(１１) 略

（特別利用保育の基準） （特別利用保育の基準）

第３５条 特定教育・保育施設（保育所 第３５条 特定教育・保育施設（保育所

に限る。以下この条において同じ。） に限る。以下この条において同じ。）
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が法第１９条第１号 に掲げる小 が法第１９条第１項第１号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保 学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子どもに対し特別利用保育 育給付認定子どもに対し特別利用保育

を提供する場合には、法第３４条第１ を提供する場合には、法第３４条第１

項第３号に規定する基準を遵守しなけ 項第３号に規定する基準を遵守しなけ

ればならない。 ればならない。

２ 特定教育・保育施設が、特別利用保 ２ 特定教育・保育施設が、特別利用保

育を提供する場合には、当該特別利用 育を提供する場合には、当該特別利用

保育に係る法第１９条第１号 に 保育に係る法第１９条第１項第１号に

掲げる小学校就学前子どもに該当する 掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子ども及び当該特 教育・保育給付認定子ども及び当該特

定教育・保育施設を現に利用している 定教育・保育施設を現に利用している

同条第２号に掲げる小学校就学前子ど 同項第２号に掲げる小学校就学前子ど

もに該当する教育・保育給付認定子ど もに該当する教育・保育給付認定子ど

もの総数が、第４条第２項第３号の規 もの総数が、第４条第２項第３号の規

定により定められた法第１９条第２号 定により定められた法第１９条第１項

に掲げる小学校就学前子どもに 第２号に掲げる小学校就学前子どもに

係る利用定員を超えないものとする。 係る利用定員を超えないものとする。

３ 特定教育・保育施設が、特別利用保 ３ 特定教育・保育施設が、特別利用保

育を提供する場合には、特定教育・保 育を提供する場合には、特定教育・保

育には特別利用保育を、施設型給付費 育には特別利用保育を、施設型給付費

には特例施設型給付費を、それぞれ含 には特例施設型給付費を、それぞれ含

むものとして、この章（第６条第３項 むものとして、この章（第６条第３項

及び第７条第２項を除く。）の規定を 及び第７条第２項を除く。）の規定を

適用する。この場合において、第６条 適用する。この場合において、第６条

第２項中「認定こども園又は幼稚園」 第２項中「認定こども園又は幼稚園」

とあるのは「特別利用保育を提供して とあるのは「特別利用保育を提供して

いるもの」と、「利用している同号」 いるもの」と、「利用している同号」

とあるのは「利用している同条第１号 とあるのは「利用している同項第１号
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又は第２号」と、第１３条第２項中 又は第２号」と、第１３条第２項中

「第２７条第３項第１号に掲げる額」 「第２７条第３項第１号に掲げる額」

とあるのは「第２８条第２項第２号の とあるのは「第２８条第２項第２号の

内閣総理大臣が定める基準により算定 内閣総理大臣が定める基準により算定

した費用の額」と、同条第４項第３号 した費用の額」と、同条第４項第３号

イ（ア）中「教育・保育給付認定子ど イ（ア）中「教育・保育給付認定子ど

も」とあるのは「教育・保育給付認定 も」とあるのは「教育・保育給付認定

子ども（特別利用保育を受ける者を除 子ども（特別利用保育を受ける者を除

く。）」と、同号イ（イ）中「法第１ く。）」と、同号イ（イ）中「第１９

９条第２号 」とあるのは「特別利 条第１項第２号」とあるのは「特別利

用保育を受ける法第１９条第１号 用保育を受ける法第１９条第１項第１

に掲げる小学校就学前子どもに該当 号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子ども及び同 する教育・保育給付認定子ども及び同

条第２号」と読み替えるものとする。 項第２号」と読み替えるものとする。

（特別利用教育の基準） （特別利用教育の基準）

第３６条 特定教育・保育施設（幼稚園 第３６条 特定教育・保育施設（幼稚園

に限る。以下この条において同じ。） に限る。以下この条において同じ。）

が法第１９条第２号 に掲げる小 が法第１９条第１項第２号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保 学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子どもに対し特別利用教育 育給付認定子どもに対し特別利用教育

を提供する場合には、法第３４条第１ を提供する場合には、法第３４条第１

項第２号に規定する設置基準を遵守し 項第２号に規定する設置基準を遵守し

なければならない。 なければならない。

２ 特定教育・保育施設が、特別利用教 ２ 特定教育・保育施設が、特別利用教

育を提供する場合には、当該特別利用 育を提供する場合には、当該特別利用

教育に係る法第１９条第２号 に 教育に係る法第１９条第１項第２号に

掲げる小学校就学前子どもに該当する 掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子ども及び当該特 教育・保育給付認定子ども及び当該特

定教育・保育施設を現に利用している 定教育・保育施設を現に利用している
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同条第１号に掲げる小学校就学前子ど 同項第１号に掲げる小学校就学前子ど

もに該当する教育・保育給付認定子ど もに該当する教育・保育給付認定子ど

もの総数が、第４条第２項第２号の規 もの総数が、第４条第２項第２号の規

定により定められた法第１９条第１号 定により定められた法第１９条第１項

に掲げる小学校就学前子どもに 第１号に掲げる小学校就学前子どもに

係る利用定員を超えないものとする。 係る利用定員を超えないものとする。

３ 特定教育・保育施設が、特別利用教 ３ 特定教育・保育施設が、特別利用教

育を提供する場合には、特定教育・保 育を提供する場合には、特定教育・保

育には特別利用教育を、施設型給付費 育には特別利用教育を、施設型給付費

には特例施設型給付費を、それぞれ含 には特例施設型給付費を、それぞれ含

むものとして、この章（第６条第３項 むものとして、この章（第６条第３項

及び第７条第２項を除く。）の規定を 及び第７条第２項を除く。）の規定を

適用する。この場合において、第６条 適用する。この場合において、第６条

第２項中「第１９条第１号 」と 第２項中「第１９条第１項第１号」と

あるのは「第１９条第２号 」 あるのは「第１９条第１項第２号」

と、「利用している同号」とあるのは と、「利用している同号」とあるのは

「利用している同条第１号又は第２ 「利用している同項第１号又は第２

号」と、「の同号」とあるのは「の同 号」と、「の同号」とあるのは「の同

条第１号」と、第１３条第２項中「第 項第１号」と、第１３条第２項中「第

２７条第３項第１号に掲げる額」とあ ２７条第３項第１号に掲げる額」とあ

るのは「第２８条第２項第３号の内閣 るのは「第２８条第２項第３号の内閣

総理大臣が定める基準により算定した 総理大臣が定める基準により算定した

費用の額」と、同条第４項第３号イ 費用の額」と、同条第４項第３号イ

（ア）中「教育・保育給付認定子ど （ア）中「教育・保育給付認定子ど

も」とあるのは「教育・保育給付認定 も」とあるのは「教育・保育給付認定

子ども及び特別利用教育を受ける同条 子ども及び特別利用教育を受ける同項

第２号に掲げる小学校就学前子どもに 第２号に掲げる小学校就学前子どもに

該当する教育・保育給付認定子ども」 該当する教育・保育給付認定子ども」

と、同号イ（イ）中「教育・保育給付 と、同号イ（イ）中「教育・保育給付
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認定子ども」とあるのは「教育・保育 認定子ども」とあるのは「教育・保育

給付認定子ども（特別利用教育を受け 給付認定子ども（特別利用教育を受け

る者を除く。）」と読み替えるものと る者を除く。）」と読み替えるものと

する。 する。

第３７条 略 第３７条 略

２ 特定地域型保育事業者は、特定地域 ２ 特定地域型保育事業者は、特定地域

型保育の種類及び当該特定地域型保育 型保育の種類及び当該特定地域型保育

の種類に係る特定地域型保育事業所ご の種類に係る特定地域型保育事業所ご

とに、法第１９条第３号 に掲げ とに、法第１９条第１項第３号に掲げ

る小学校就学前子どもに係る利用定員 る小学校就学前子どもに係る利用定員

（事業所内保育事業所にあっては、家 （事業所内保育事業所にあっては、家

庭的保育事業等の設備及び運営に関す 庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る基準第４２条の規定を踏まえ、その る基準第４２条の規定を踏まえ、その

雇用する労働者の監護する小学校就学 雇用する労働者の監護する小学校就学

前子どもを保育するため当該事業所内 前子どもを保育するため当該事業所内

保育事業を自ら施設を設置して行う事 保育事業を自ら施設を設置して行う事

業主に係る当該小学校就学前子ども 業主に係る当該小学校就学前子ども

（当該事業所内保育事業が、事業主団 （当該事業所内保育事業が、事業主団

体に係るものにあっては事業主団体の 体に係るものにあっては事業主団体の

構成員である事業主の雇用する労働者 構成員である事業主の雇用する労働者

の監護する小学校就学前子どもとし、 の監護する小学校就学前子どもとし、

共済組合等に係るものにあっては共済 共済組合等に係るものにあっては共済

組合等の構成員の監護する小学校就学 組合等の構成員の監護する小学校就学

前子どもとする。）及びその他の小学 前子どもとする。）及びその他の小学

校就学前子どもごとに定める法第１９ 校就学前子どもごとに定める法第１９

条第３号 に掲げる小学校就学前 条第１項第３号に掲げる小学校就学前

子どもに係る利用定員とする。）を、 子どもに係る利用定員とする。）を、

満１歳に満たない小学校就学前子ども 満１歳に満たない小学校就学前子ども

及び満１歳以上の小学校就学前子ども 及び満１歳以上の小学校就学前子ども
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に区分して定めるものとする。 に区分して定めるものとする。

（正当な理由のない提供拒否の禁止等） （正当な理由のない提供拒否の禁止等）

第３９条 略 第３９条 略

２ 特定地域型保育事業者は、利用の申 ２ 特定地域型保育事業者は、利用の申

込みに係る法第１９条第３号 に 込みに係る法第１９条第１項第３号に

掲げる小学校就学前子ども及び特定地 掲げる小学校就学前子ども及び特定地

域型保育事業所を現に利用している満 域型保育事業所を現に利用している満

３歳未満保育認定子どもの総数が、当 ３歳未満保育認定子どもの総数が、当

該特定地域型保育事業所の同号に掲げ 該特定地域型保育事業所の同号に掲げ

る小学校就学前子どもの区分に係る利 る小学校就学前子どもの区分に係る利

用定員を超える場合においては、教育 用定員を超える場合においては、教育

・保育給付認定に基づき、保育の必要 ・保育給付認定に基づき、保育の必要

の程度及び家族等の状況を勘案し、保 の程度及び家族等の状況を勘案し、保

育を受ける必要性が高いと認められる 育を受ける必要性が高いと認められる

満３歳未満保育認定子どもが優先的に 満３歳未満保育認定子どもが優先的に

利用できるよう、選考するものとす 利用できるよう、選考するものとす

る。 る。

３ 略 ３ 略

４ 特定地域型保育事業者は、地域型保 ４ 特定地域型保育事業者は、地域型保

育の提供体制の確保が困難である場合 育の提供体制の確保が困難である場合

その他利用申込者に係る満３歳未満保 その他利用申込者に係る満３歳未満保

育認定子ども（当該特定地域型保育事 育認定子ども（当該特定地域型保育事

業者が特別利用地域型保育を提供する 業者が特別利用地域型保育を提供する

場合にあっては当該特別利用地域型保 場合にあっては当該特別利用地域型保

育の対象となる法第１９条第１号 育の対象となる法第１９条第１項第１

に掲げる小学校就学前子どもに該当 号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子どもを含 する教育・保育給付認定子どもを含

み、特定利用地域型保育を提供する場 み、特定利用地域型保育を提供する場

合にあっては当該特定利用地域型保育 合にあっては当該特定利用地域型保育
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の対象となる同条第２号に掲げる小学 の対象となる同項第２号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育 校就学前子どもに該当する教育・保育

給付認定子どもを含む。第４０条第２ 給付認定子どもを含む。第４０条第２

項を除き、以下この節において同 項を除き、以下この節において同

じ。）に対し自ら適切な地域型保育を じ。）に対し自ら適切な地域型保育を

提供することが困難である場合は、第 提供することが困難である場合は、第

４２条第１項に規定する連携施設その ４２条第１項に規定する連携施設その

他の適切な特定教育・保育施設又は特 他の適切な特定教育・保育施設又は特

定地域型保育事業者を紹介する等の適 定地域型保育事業者を紹介する等の適

切な措置を速やかに講じなければなら 切な措置を速やかに講じなければなら

ない。 ない。

（特定地域型保育の内容） （特定地域型保育の内容）

第４４条 特定地域型保育事業者は、児 第４４条 特定地域型保育事業者は、児

童福祉施設の設備及び運営に関する基 童福祉施設の設備及び運営に関する基

準第３５条の規定に基づき保育所にお 準第３５条の規定に基づき保育所にお

ける保育の内容について内閣総理大臣 ける保育の内容について厚生労働大臣

が定める指針に準じ、それぞれの事業 が定める指針に準じ、それぞれの事業

の特性に留意して、小学校就学前子ど の特性に留意して、小学校就学前子ど

もの心身の状況等に応じた特定地域型 もの心身の状況等に応じた特定地域型

保育を適切に提供しなければならな 保育を適切に提供しなければならな

い。 い。

（特別利用地域型保育の基準） （特別利用地域型保育の基準）

第５１条 特定地域型保育事業者が法第 第５１条 特定地域型保育事業者が法第

１９条第１号 に掲げる小学校就 １９条第１項第１号に掲げる小学校就

学前子どもに該当する教育・保育給付 学前子どもに該当する教育・保育給付

認定子どもに対し特別利用地域型保育 認定子どもに対し特別利用地域型保育

を提供する場合には、地域型保育事業 を提供する場合には、地域型保育事業

の認可基準を遵守しなければならな の認可基準を遵守しなければならな

い。 い。



- 19 -

資 料

２ 特定地域型保育事業者が、特別利用 ２ 特定地域型保育事業者が、特別利用

地域型保育を提供する場合には、当該 地域型保育を提供する場合には、当該

特別利用地域型保育に係る法第１９条 特別利用地域型保育に係る法第１９条

第１号 に掲げる小学校就学前子 第１項第１号に掲げる小学校就学前子

どもに該当する教育・保育給付認定子 どもに該当する教育・保育給付認定子

ども及び当該特定地域型保育事業所を ども及び当該特定地域型保育事業所を

現に利用している満３歳未満保育認定 現に利用している満３歳未満保育認定

子ども（当該特定地域型保育事業者が 子ども（当該特定地域型保育事業者が

特定利用地域型保育を提供する場合に 特定利用地域型保育を提供する場合に

あっては、当該特定利用地域型保育の あっては、当該特定利用地域型保育の

対象となる同条第２号に掲げる小学校 対象となる同項第２号に掲げる小学校

就学前子どもに該当する教育・保育給 就学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子どもを含む。）の総数が、第 付認定子どもを含む。）の総数が、第

３７条第２項の規定により定められた ３７条第２項の規定により定められた

利用定員を超えないものとする。 利用定員を超えないものとする。

３ 特定地域型保育事業者が、特別利用 ３ 特定地域型保育事業者が、特別利用

地域型保育を提供する場合には、当該 地域型保育を提供する場合には、当該

特定地域型保育事業者は、利用の申込 特定地域型保育事業者は、利用の申込

みに係る法第１９条第１号 に掲 みに係る法第１９条第１項第１号に掲

げる小学校就学前子ども及び特定地域 げる小学校就学前子ども及び特定地域

型保育事業所を現に利用している同号 型保育事業所を現に利用している同号

又は同条第３号に掲げる小学校就学前 又は同項第３号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する教育・保育給付認定 子どもに該当する教育・保育給付認定

子ども（当該特定地域型保育事業者が 子ども（当該特定地域型保育事業者が

特定利用地域型保育を提供する場合に 特定利用地域型保育を提供する場合に

あっては、当該特定利用地域型保育の あっては、当該特定利用地域型保育の

対象となる同条第２号に掲げる小学校 対象となる同項第２号に掲げる小学校

就学前子どもに該当する教育・保育給 就学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子どもを含む。）の総数が、当 付認定子どもを含む。）の総数が、当
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該特定地域型保育事業所の同条第３号 該特定地域型保育事業所の同項第３号

に掲げる小学校就学前子どもの区分に に掲げる小学校就学前子どもの区分に

係る利用定員を超える場合において 係る利用定員を超える場合において

は、抽選又は利用の申込みを受けた順 は、抽選又は利用の申込みを受けた順

序により決定する方法、当該特定教育 序により決定する方法、当該特定教育

・保育施設の設置者の教育・保育に関 ・保育施設の設置者の教育・保育に関

する理念又は基本方針等に基づく選考 する理念又は基本方針等に基づく選考

その他公正な方法により選考するもの その他公正な方法により選考するもの

とする。 とする。

４ 略 ４ 略

（特定利用地域型保育の基準） （特定利用地域型保育の基準）

第５２条 特定地域型保育事業者が法第 第５２条 特定地域型保育事業者が法第

１９条第２号 に掲げる小学校就 １９条第１項第２号に掲げる小学校就

学前子どもに該当する教育・保育給付 学前子どもに該当する教育・保育給付

認定子どもに対し特定利用地域型保育 認定子どもに対し特定利用地域型保育

を提供する場合には、地域型保育事業 を提供する場合には、地域型保育事業

の認可基準を遵守しなければならな の認可基準を遵守しなければならな

い。 い。

２ 特定地域型保育事業者が、特定利用 ２ 特定地域型保育事業者が、特定利用

地域型保育を提供する場合には、当該 地域型保育を提供する場合には、当該

特定利用地域型保育に係る法第１９条 特定利用地域型保育に係る法第１９条

第２号 に掲げる小学校就学前子 第１項第２号に掲げる小学校就学前子

どもに該当する教育・保育給付認定子 どもに該当する教育・保育給付認定子

ども及び当該特定地域型保育事業所を ども及び当該特定地域型保育事業所を

現に利用している同条第３号に掲げる 現に利用している同項第３号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する教育・ 小学校就学前子どもに該当する教育・

保育給付認定子ども（当該特定地域型 保育給付認定子ども（当該特定地域型

保育事業者が特別利用地域型保育を提 保育事業者が特別利用地域型保育を提

供する場合にあっては、当該特別利用 供する場合にあっては、当該特別利用
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地域型保育の対象となる同条第１号に 地域型保育の対象となる同項第１号に

掲げる小学校就学前子どもに該当する 掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子どもを含む。） 教育・保育給付認定子どもを含む。）

の総数が、第３７条第２項の規定によ の総数が、第３７条第２項の規定によ

り定められた利用定員を超えないもの り定められた利用定員を超えないもの

とする。 とする。

第９条による改正（杉並区子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例の一部

改正）

新 条 例 旧 条 例

（趣旨） （趣旨）

第１条 この条例は、子ども・子育て支 第１条 この条例は、子ども・子育て支

援法（平成２４年法律第６５号。以下 援法（平成２４年法律第６５号。以下

「法」という。）第８２条の規定に基 「法」という。）第８７条の規定に基

づく過料について必要な事項を定める づく過料について必要な事項を定める

ものとする。 ものとする。

第１０条による改正（杉並区子ども・子育て支援法の一部を改正する法律附則第４

条に規定する児童福祉法第５９条の２第１項に規定する施設

に関する経過措置に関する条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（児童福祉法第５９条の２第１項に規定 （児童福祉法第５９条の２第１項に規定

する施設に関する経過措置） する施設に関する経過措置）

第３条 杉並区は、子ども・子育て支援 第３条 杉並区は、子ども・子育て支援

法の一部を改正する法律附則第４条第 法の一部を改正する法律附則第４条第

１項の規定により法第７条第１０項第 １項の規定により法第７条第１０項第

４号に掲げる施設とみなされる施設に ４号に掲げる施設とみなされる施設に
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係る法第３０条の１１第１項の規定に 係る法第３０条の１１第１項の規定に

よる施設等利用費の支給については、 よる施設等利用費の支給については、

特定子ども・子育て支援施設等である 特定子ども・子育て支援施設等である

当該施設のうち、次の各号に掲げる施 当該施設のうち、次の各号に掲げる施

設の区分に応じ、それぞれ当該各号で 設の区分に応じ、それぞれ当該各号で

定める基準を満たすものが提供する特 定める基準を満たすものが提供する特

定子ども・子育て支援を受けたときに 定子ども・子育て支援を受けたときに

限り、行うものとする。 限り、行うものとする。

(１) 児童福祉法第６条の３第１１項 (１) 児童福祉法第６条の３第１１項

に規定する業務を目的とする施設以 に規定する業務を目的とする施設以

外の施設であって、１日に保育する 外の施設であって、１日に保育する

小学校就学前子どもの数が６人以上 小学校就学前子どもの数が６人以上

であるもの 次に掲げる基準を満た であるもの 次に掲げる基準を満た

していること。 していること。

ア～ウ 略 ア～ウ 略

エ 保育の内容等に関する基準は、 エ 保育の内容等に関する基準は、

次のとおりとする。 次のとおりとする。

(ア)～(キ) 略 (ア)～(キ) 略

(ク) 保育に従事する者が内閣総 (ク) 保育に従事する者が厚生労

理大臣が定める指針を理解する 働大臣が定める指針を理解する

機会を設ける等、保育に従事す 機会を設ける等、保育に従事す

る者の人間性及び専門性の向上 る者の人間性及び専門性の向上

が図られていること。 が図られていること。

(ケ)～(ス) 略 (ケ)～(ス) 略

オ及びカ 略 オ及びカ 略

(２)～(４) 略 (２)～(４) 略



杉並区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例等の一部を改正する

条例を公布する。

令和５年３月１５日

杉並区長 岸 本 聡 子

杉並区条例第８号

杉並区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例等の一部を改正

する条例

第１条 杉並区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例（平成２６年

杉並区条例第２７号）の一部を次のように改正する。

第７条中「次条第１項」の次に「、第８条の３第２項」を加える。

第８条の次に次の２条を加える。

（安全計画の策定等）

第８条の２ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保を図るため、家庭

的保育事業所等ごとに、当該家庭的保育事業所等の設備の安全点検、職員、利

用乳幼児等に対する家庭的保育事業所等外での活動、取組等を含めた家庭的保

育事業所等での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修

及び訓練その他家庭的保育事業所等における安全に関する事項についての計画

（以下この条において「安全計画」という。）を策定し、当該安全計画に従い

必要な措置を講じなければならない。

２ 家庭的保育事業者等は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、

前項の研修及び訓練を定期的に行わなければならない。

３ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保に関してその保護者との連

携が図られるよう、当該保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等につい

て周知しなければならない。

４ 家庭的保育事業者等は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安

全計画の変更を行うものとする。

（自動車を運行する場合の所在の確認）



第８条の３ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の家庭的保育事業所等外での活

動、取組等のための移動その他の利用乳幼児の移動のために自動車を運行する

ときは、利用乳幼児の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用乳幼児の所在を

確実に把握することができる方法により、利用乳幼児の所在を確認しなければ

ならない。

２ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車（運転者席及

びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外

の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に利用乳幼児

の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。）を日常的に運行する

ときは、当該自動車にブザーその他の車内の利用乳幼児の見落としを防止する

装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認（利用乳幼児の降車の際に

限る。）を行わなければならない。

第１１条中「ときは」の次に「、その行う保育に支障がない場合に限り」を加

え、同条ただし書を削る。

第１３条第２項を削る。

第１４条第２項中「必要な措置を講ずる」を「、職員に対し、感染症及び食中

毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止の

ための訓練を定期的に行う」に改める。

第２条 杉並区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する

条例（平成２６年杉並区条例第２８号）の一部を次のように改正する。

第２６条を次のように改める。

第２６条 削除

第３条 杉並区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例（平成

２６年杉並区条例第３１号）の一部を次のように改正する。

第７条の次に次の２条を加える。

（安全計画の策定等）

第７条の２ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保を図るため、放

課後児童健全育成事業所ごとに、当該放課後児童健全育成事業所の設備の安全

点検、職員、利用者等に対する放課後児童健全育成事業所外での活動、取組等



を含めた放課後児童健全育成事業所での生活その他の日常生活における安全に

関する指導、職員の研修及び訓練その他放課後児童健全育成事業所における安

全に関する事項についての計画（以下この条において「安全計画」という。）

を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。

２ 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、安全計画について周知するとと

もに、前項の研修及び訓練を定期的に行わなければならない。

３ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保に関してその保護者との

連携が図られるよう、当該保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等につ

いて周知しなければならない。

４ 放課後児童健全育成事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応

じて安全計画の変更を行うものとする。

（自動車を運行する場合の所在の確認）

第７条の３ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の放課後児童健全育成事業所

外での活動、取組等のための移動その他の利用者の移動のために自動車を運行

するときは、利用者の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用者の所在を確実

に把握することができる方法により、利用者の所在を確認しなければならない。

第１３条の次に次の１条を加える。

（業務継続計画の策定等）

第１３条の２ 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所ごとに、

感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する支援の提供を継続的に実

施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下こ

の条において「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い

必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

２ 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、業務継続計画について周知する

とともに、必要な研修及び訓練を定期的に行うよう努めなければならない。

３ 放課後児童健全育成事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要

に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。

第１４条第２項中「必要な措置を講ずる」を「、職員に対し、感染症及び食中

毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止の



ための訓練を定期的に行う」に改める。

附 則

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第１条中杉並区家庭的

保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例第１３条の改正規定及び第２条の

規定は、公布の日から施行する。

２ 第１条の規定による改正後の杉並区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に

関する条例第８条の３第２項の規定の適用については、家庭的保育事業等を行う

者（以下「家庭的保育事業者等」という。）において家庭的保育事業等を利用し

ている乳児又は幼児（以下「利用乳幼児」という。）の送迎を目的とした自動車

を日常的に運行する場合であって、当該自動車に同項に規定するブザーその他の

車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置（以下「ブザー等」という。）を備

えること及びこれを用いることにつき困難な事情があるときは、令和６年３月３

１日までの間、当該自動車にブザー等を備えないことができる。この場合におい

て、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する家庭的保育事業者

等は、ブザー等の設置に代わる措置を講じて利用乳幼児の所在の確認を行わなけ

ればならない。

３ この条例の施行の日から令和６年３月３１日までの間における第３条の規定に

よる改正後の杉並区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例

第７条の２の規定の適用については、同条第１項中「講じなければ」とあるのは

「講ずるよう努めなければ」と、同条第２項中「行わなければ」とあるのは「行

うよう努めなければ」と、同条第３項中「周知しなければ」とあるのは「周知す

るよう努めなければ」とする。
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杉並区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例等の一部を改正

する条例新旧対照表

第１条による改正（杉並区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の

一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（連携施設の確保） （連携施設の確保）

第７条 家庭的保育事業者等（居宅訪問 第７条 家庭的保育事業者等（居宅訪問

型保育事業を行う者（以下「居宅訪問 型保育事業を行う者（以下「居宅訪問

型保育事業者」という。）を除く。以 型保育事業者」という。）を除く。以

下この条、次条第１項、第８条の３第 下この条、次条第１項

２項、第１４条第１項から第３項ま 、第１４条第１項から第３項ま

で、第１５条、第１６条第１項、第１ で、第１５条、第１６条第１項、第１

７条及び附則第３項において同じ。） ７条及び附則第３項において同じ。）

は、利用乳幼児に対する保育が適正か は、利用乳幼児に対する保育が適正か

つ確実に提供され、及び、家庭的保育 つ確実に提供され、及び、家庭的保育

事業者等による保育の提供の終了後も 事業者等による保育の提供の終了後も

満３歳以上の児童に対して必要な教育 満３歳以上の児童に対して必要な教育

（教育基本法（平成１８年法律第１２ （教育基本法（平成１８年法律第１２

０号）第６条第１項に規定する法律に ０号）第６条第１項に規定する法律に

定める学校において行われる教育をい 定める学校において行われる教育をい

う。第３号において同じ。）又は保育 う。第３号において同じ。）又は保育

が継続的に提供されるよう、あらかじ が継続的に提供されるよう、あらかじ

め、次に掲げる事項に係る連携協力を め、次に掲げる事項に係る連携協力を

行う保育所、幼稚園又は認定こども園 行う保育所、幼稚園又は認定こども園

（以下「連携施設」という。）を適切 （以下「連携施設」という。）を適切

に確保しなければならない。 に確保しなければならない。

(１)～(３) 略 (１)～(３) 略

資 料
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（安全計画の策定等）

第８条の２ 家庭的保育事業者等は、利

用乳幼児の安全の確保を図るため、家

庭的保育事業所等ごとに、当該家庭的

保育事業所等の設備の安全点検、職

員、利用乳幼児等に対する家庭的保育

事業所等外での活動、取組等を含めた

家庭的保育事業所等での生活その他の

日常生活における安全に関する指導、

職員の研修及び訓練その他家庭的保育

事業所等における安全に関する事項に

ついての計画（以下この条において

「安全計画」という。）を策定し、当

該安全計画に従い必要な措置を講じな

ければならない。

２ 家庭的保育事業者等は、職員に対

し、安全計画について周知するととも

に、前項の研修及び訓練を定期的に行

わなければならない。

３ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児

の安全の確保に関してその保護者との

連携が図られるよう、当該保護者に対

し、安全計画に基づく取組の内容等に

ついて周知しなければならない。

４ 家庭的保育事業者等は、定期的に安

全計画の見直しを行い、必要に応じて

安全計画の変更を行うものとする。

（自動車を運行する場合の所在の確認）

第８条の３ 家庭的保育事業者等は、利
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資 料

用乳幼児の家庭的保育事業所等外での

活動、取組等のための移動その他の利

用乳幼児の移動のために自動車を運行

するときは、利用乳幼児の乗車及び降

車の際に、点呼その他の利用乳幼児の

所在を確実に把握することができる方

法により、利用乳幼児の所在を確認し

なければならない。

２ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児

の送迎を目的とした自動車（運転者席

及びこれと並列の座席並びにこれらよ

り一つ後方に備えられた前向きの座席

以外の座席を有しないものその他利用

の態様を勘案してこれと同程度に利用

乳幼児の見落としのおそれが少ないと

認められるものを除く。）を日常的に

運行するときは、当該自動車にブザー

その他の車内の利用乳幼児の見落とし

を防止する装置を備え、これを用いて

前項に定める所在の確認（利用乳幼児

の降車の際に限る。）を行わなければ

ならない。

（他の社会福祉施設等を併せて設置する （他の社会福祉施設等を併せて設置する

ときの設備及び職員の基準） ときの設備及び職員の基準）

第１１条 家庭的保育事業者等は、家庭 第１１条 家庭的保育事業者等は、家庭

的保育事業所等に他の社会福祉施設等 的保育事業所等に他の社会福祉施設等

を併せて設置するときは、その行う保 を併せて設置するときは

育に支障がない場合に限り、必要に応 、必要に応

じ、当該家庭的保育事業所等の設備及 じ、当該家庭的保育事業所等の設備及
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び職員の一部を当該社会福祉施設等の び職員の一部を当該社会福祉施設等の

設備及び職員と兼ねることができる。 設備及び職員と兼ねることができる。

ただし、規則で定める設備及び利用乳

幼児の保育に直接従事する職員につい

ては、この限りでない。

（虐待等の禁止） （虐待等の禁止）

第１３条 略 第１３条 略

２ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児

の福祉のために必要な措置をとるとき

は、身体的苦痛を与え、又は人格を辱

める等の行為をしてはならない。

（衛生管理等） （衛生管理等）

第１４条 略 第１４条 略

２ 家庭的保育事業者等は、家庭的保育 ２ 家庭的保育事業者等は、家庭的保育

事業所等において感染症又は食中毒が 事業所等において感染症又は食中毒が

発生し、又はまん延しないように、職 発生し、又はまん延しないように必要

員に対し、感染症及び食中毒の予防及 な措置を講ずる

びまん延の防止のための研修並びに感

染症の予防及びまん延の防止のための

訓練を定期的に行うよう努めなければ よう努めなければ

ならない。 ならない。

３～５ 略 ３～５ 略

第２条による改正（杉並区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基

準に関する条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

第２６条 削除 （懲戒に係る権限の濫用禁止）

第２６条 特定教育・保育施設（児童福



- 5 -

資 料

祉施設であるものに限る。以下この条

において同じ。）の長たる特定教育・

保育施設の管理者は、教育・保育給付

認定子どもに対し児童福祉法第４７条

第３項の規定により懲戒に関しその教

育・保育給付認定子どもの福祉のため

に必要な措置をとるときは、身体的苦

痛を与え、又は人格を辱める等その権

限を濫用してはならない。

第３条による改正（杉並区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する

条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（安全計画の策定等）

第７条の２ 放課後児童健全育成事業者

は、利用者の安全の確保を図るため、

放課後児童健全育成事業所ごとに、当

該放課後児童健全育成事業所の設備の

安全点検、職員、利用者等に対する放

課後児童健全育成事業所外での活動、

取組等を含めた放課後児童健全育成事

業所での生活その他の日常生活におけ

る安全に関する指導、職員の研修及び

訓練その他放課後児童健全育成事業所

における安全に関する事項についての

計画（以下この条において「安全計

画」という。）を策定し、当該安全計

画に従い必要な措置を講じなければな
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らない。

２ 放課後児童健全育成事業者は、職員

に対し、安全計画について周知すると

ともに、前項の研修及び訓練を定期的

に行わなければならない。

３ 放課後児童健全育成事業者は、利用

者の安全の確保に関してその保護者と

の連携が図られるよう、当該保護者に

対し、安全計画に基づく取組の内容等

について周知しなければならない。

４ 放課後児童健全育成事業者は、定期

的に安全計画の見直しを行い、必要に

応じて安全計画の変更を行うものとす

る。

（自動車を運行する場合の所在の確認）

第７条の３ 放課後児童健全育成事業者

は、利用者の放課後児童健全育成事業

所外での活動、取組等のための移動そ

の他の利用者の移動のために自動車を

運行するときは、利用者の乗車及び降

車の際に、点呼その他の利用者の所在

を確実に把握することができる方法に

より、利用者の所在を確認しなければ

ならない。

（業務継続計画の策定等）

第１３条の２ 放課後児童健全育成事業

者は、放課後児童健全育成事業所ごと

に、感染症や非常災害の発生時におい

て、利用者に対する支援の提供を継続
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的に実施するための、及び非常時の体

制で早期の業務再開を図るための計画

（以下この条において「業務継続計

画」という。）を策定し、当該業務継

続計画に従い必要な措置を講ずるよう

努めなければならない。

２ 放課後児童健全育成事業者は、職員

に対し、業務継続計画について周知す

るとともに、必要な研修及び訓練を定

期的に行うよう努めなければならな

い。

３ 放課後児童健全育成事業者は、定期

的に業務継続計画の見直しを行い、必

要に応じて業務継続計画の変更を行う

よう努めるものとする。

（衛生管理等） （衛生管理等）

第１４条 略 第１４条 略

２ 放課後児童健全育成事業者は、放課 ２ 放課後児童健全育成事業者は、放課

後児童健全育成事業所において感染症 後児童健全育成事業所において感染症

又は食中毒が発生し、又はまん延しな 又は食中毒が発生し、又はまん延しな

いように、職員に対し、感染症及び食 いように必要な措置を講ずる

中毒の予防及びまん延の防止のための

研修並びに感染症の予防及びまん延の

防止のための訓練を定期的に行うよう よう

努めなければならない。 努めなければならない。

３ 略 ３ 略



杉並区高齢者住宅条例の一部を改正する条例を公布する。

令和５年３月１５日

杉並区長 岸 本 聡 子

杉並区条例第９号

杉並区高齢者住宅条例の一部を改正する条例

杉並区高齢者住宅条例（平成９年杉並区条例第２６号）の一部を次のように改正

する。

「第４章 区立サービス付き高齢者向け住宅の管理（第３６条―第４０
目次中

第５章 補則（第４１条―第４３条）

条）
を「第４章 補則（第３６条―第３９条）」に改める。

」

第２条第３号中「及び次号」を削り、同条中第４号を削り、第５号を第４号とし、

第６号から第８号までを１号ずつ繰り上げる。

第４章を削る。

第５章中第４１条を第３６条とする。

第４２条中「第３５条及び第４０条」を「第３５条」に改め、「及び第４０条に

おいて読み替えて準用する場合」を削り、同条を第３７条とし、第４３条を第３８

条とし、第４４条を第３９条とする。

第５章を第４章とする。

別表区立サービス付き高齢者向け住宅の部を削る。

附 則

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。

２ この条例の施行の日前にこの条例による改正前の杉並区高齢者住宅条例第４条

の規定により杉並区立和田サービス付き高齢者向け住宅の使用の許可を受けた者

に係る同条例第４０条において準用する同条例第９条第１項第２号に規定する保

証金並びに同条例第４０条において準用する同条例第１９条第２項の規定による

賠償責任並びに同条例第４０条において準用する同条例第２１条第１項ただし書



に規定する未納の使用料及び賠償金については、なお従前の例による。

３ 杉並区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年杉並

区条例第３８号）の一部を次のように改正する。

別表第１の６の項及び別表第２の３０の項中「及び区立サービス付き高齢者向

け住宅」を削る。
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杉並区高齢者住宅条例の一部を改正する条例新旧対照表（抄）

新 条 例 旧 条 例

目次 目次

第１章～第３章 略 第１章～第３章 略

第４章 補則（第３６条―第３９条） 第４章 区立サービス付き高齢者向け

住宅の管理（第３６条―第４

０条）

第５章 補則（第４１条―第４３条）

附則 附則

（用語の定義） （用語の定義）

第２条 この条例において、次の各号に 第２条 この条例において、次の各号に

掲げる用語の意義は、それぞれ当該各 掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 号に定めるところによる。

(１)及び(２) 略 (１)及び(２) 略

(３) 区立高齢者住宅 区高齢者住宅 (３) 区立高齢者住宅 区高齢者住宅

のうち、前号 に掲げる住宅 のうち、前号及び次号に掲げる住宅

以外のものをいう。 以外のものをいう。

(４) 区立サービス付き高齢者向け住

宅 区高齢者住宅のうち、高齢者の

居住の安定確保に関する法律（平成

１３年法律第２６号）第５条第１項

の規定により東京都知事の登録を受

けた賃貸住宅に該当するものをい

う。

(４) 略 (５) 略

(５) 略 (６) 略

(６) 略 (７) 略

資 料
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(７) 略 (８) 略

第４章 区立サービス付き高齢者

向け住宅の管理

（使用者の公募等）

第３６条 区長は、区立サービス付き高

齢者向け住宅の使用者を公募しなけれ

ばならない。

２ 前項の規定による公募の方法及び手

続は、規則で定める。

３ 区長は、次の各号のいずれかに掲げ

る事由に係る者に対しては、第１項の

規定にかかわらず、公募を行わないで

区立サービス付き高齢者向け住宅の使

用を許可することができる。

(１) 災害による住宅の滅失

(２) 不良住宅の撤去

(３) 区営高齢者住宅建替事業による

区営高齢者住宅等の除却

(４) 都市計画法第５９条の規定に基

づく都市計画事業、土地区画整理法

第３条第４項若しくは第５項の規定

に基づく土地区画整理事業、大都市

地域における住宅及び住宅地の供給

の促進に関する特別措置法に基づく

住宅街区整備事業、密集市街地にお

ける防災街区の整備の促進に関する

法律に基づく防災街区整備事業又は

都市再開発法に基づく市街地再開発

事業の施行に伴う住宅の除却
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(５) 土地収用法第２０条（同法第１

３８条第１項において準用する場合

を含む。）の規定による事業の認定

を受けている事業又は公共用地の取

得に関する特別措置法第２条に規定

する特定公共事業の執行に伴う住宅

の除却

(６) 前各号に掲げるもののほか、区

長が認める特別の事由

（使用者の資格）

第３７条 区立サービス付き高齢者向け

住宅を使用することのできる者は、申

込みをした日において、次に掲げる条

件を具備している者でなければならな

い。

(１) 区内に引き続き２年以上住所を

有していること。

(２) 年齢６０歳以上の者であるこ

と。

(３) 所得（高齢者の居住の安定確保

に関する法律施行規則（平成１３年

国土交通省令第１１５号）第１条第

３号に規定する所得をいう。）が規

則で定める金額を超えないこと。

(４) 現に住宅に困窮していることが

明らかであること。

(５) 世帯構成がア又はイの住宅の区

分に応じ、それぞれア又はイに掲げ

るものであること。
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ア 単身世帯用住宅 単身世帯で同

居者がないこと。

イ ２人世帯用住宅 規則で定める

同居者があること。

(６) 単身世帯用住宅にあっては、身

体上又は精神上著しい障害があるた

めに常時の介護を必要とし、かつ、

居宅においてこれを受けることがで

きず、又は受けることが困難である

と認められる者でないこと。

(７) 暴力団員でないこと。

(８) 同居させようとする者が暴力団

員でないこと。

(９) 前各号に掲げるもののほか、区

長が必要と認める条件

（使用料）

第３８条 区立サービス付き高齢者向け

住宅の使用料は、区が住宅及びその附

帯施設の借上げを行う場合において、

当該住宅及びその附帯施設の所有者に

支払うべき賃借料を考慮して、近傍同

種の住宅の家賃の額と均衡を失しない

よう、規則で定める。

（費用負担）

第３９条 次に掲げる費用は、使用者の

負担とする。

(１) 修繕に要する費用（規則で定め

るものを除く。）

(２) 電気、ガス、上水道及び下水道
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の使用料

(３) じんかいの処理並びに配水管の

清掃及び消毒に要する費用

(４) 給水施設、エレベーター及び共

同施設の使用及び維持に要する費用

(５) 高齢者の居住の安定確保に関す

る法律第５条第１項に規定する状況

把握サービス及び生活相談サービス

に要する費用

(６) 前各号に掲げるもののほか、区

長の指定する費用

２ 区長は、前項第１号から第５号まで

の費用のうち、使用者に負担させるこ

とが適当でないと認めるものについ

て、その全部又は一部を使用者に負担

させないことができる。

（準用）

第４０条 区立サービス付き高齢者向け

住宅の管理については、第３６条から

前条までに定めるもののほか、第８条

から第２１条まで及び第３４条の規定

（第８条第１項第１号、第１０条、第

１３条、第１４条及び第３４条第３項

の規定を除く。）を準用する。この場

合において、次の表の左欄に掲げる規

定の同表中欄に掲げる字句は、それぞ

れ同表右欄に掲げる字句に読み替える

ものとする。

第４章 補則 第５章 補則



- 6 -

（住宅の検査） （住宅の検査）

第３６条 略 第４１条 略

（警視総監に対する照会） （警視総監に対する照会）

第３７条 区長は、第８条第１項若しく 第４２条 区長は、第８条第１項若しく

は第２項（第３５条 にお は第２項（第３５条及び第４０条にお

いて準用する場合を含む。）の規定に いて準用する場合を含む。）の規定に

よる使用予定者の決定若しくは第９条 よる使用予定者の決定若しくは第９条

第３項（第３５条において準用する場 第３項（第３５条において準用する場

合 合及び第４０条において読み替えて準

を含む。）、第１６条第１ 用する場合を含む。）、第１６条第１

項（第３５条 において読 項（第３５条及び第４０条において読

み替えて準用する場合を含む。）若し み替えて準用する場合を含む。）若し

くは第１７条第１項（第３５条 くは第１７条第１項（第３５条及び第

において読み替えて準用する場 ４０条において読み替えて準用する場

合を含む。）の規定による許可をしよ 合を含む。）の規定による許可をしよ

うとするとき又は必要があると認める うとするとき又は必要があると認める

ときは、当該決定若しくは許可に係る ときは、当該決定若しくは許可に係る

者又は使用者若しくは同居者が暴力団 者又は使用者若しくは同居者が暴力団

員であるかどうかについて、警視総監 員であるかどうかについて、警視総監

に照会することができる。 に照会することができる。

（罰則） （罰則）

第３８条 略 第４３条 略

（委任） （委任）

第３９条 略 第４４条 略



杉並区立郷土博物館条例の一部を改正する条例を公布する。

令和５年３月１５日

杉並区長 岸 本 聡 子

杉並区条例第１０号

杉並区立郷土博物館条例の一部を改正する条例

杉並区立郷土博物館条例（昭和６３年杉並区条例第２２号）の一部を次のように

改正する。

第２条中第８号を第１０号とし、第７号を第９号とし、第６号を第７号とし、同

号の次に次の１号を加える。

(８) 学芸員その他の郷土博物館の事業に従事する人材の養成及び研修を行うこ

と。

第２条中第５号を第６号とし、第２号から第４号までを１号ずつ繰り下げ、第１

号の次に次の１号を加える。

(２) 資料に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつて

は認識することができない方式で作られた記録をいう。）を作成し、公開する

こと。

第６条第１項中「第２０条第１項」を「第２３条第１項」に改める。

附 則

この条例は、令和５年４月１日から施行する。



杉並区立郷土博物館条例の一部を改正する条例新旧対照表

新 条 例 旧 条 例

（事業） （事業）

第２条 郷土博物館は、前条の目的を達 第２条 郷土博物館は、前条の目的を達

成するため、次に掲げる事業を行う。 成するため、次に掲げる事業を行う。

(１) 略 (１) 略

(２) 資料に係る電磁的記録（電子的

方式、磁気的方式その他人の知覚に

よつては認識することができない方

式で作られた記録をいう。）を作成

し、公開すること。

(３) 略 (２) 略

(４) 略 (３) 略

(５) 略 (４) 略

(６) 略 (５) 略

(７) 略 (６) 略

(８) 学芸員その他の郷土博物館の事

業に従事する人材の養成及び研修を

行うこと。

(９) 略 (７) 略

(１０) 略 (８) 略

（協議会） （協議会）

第６条 法第２３条第１項の規定に基づ 第６条 法第２０条第１項の規定に基づ

き、郷土博物館に杉並区立郷土博物館 き、郷土博物館に杉並区立郷土博物館

運営協議会（以下「協議会」とい 運営協議会（以下「協議会」とい

う。）を置く。 う。）を置く。

２～４ 略 ２～４ 略

資 料



杉並区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を公布する。

令和５年３月１５日

杉並区長 岸 本 聡 子

杉並区条例第１１号

杉並区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

杉並区職員の特殊勤務手当に関する条例（平成１１年杉並区条例第６号）の一部

を次のように改正する。

第７条第１項中「第１２条第２項」を「第１２条第３項」に改め、同条第２項中

「４９０円」を「９５０円」に改める。

附 則

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。

２ この条例の施行の日前に改正前の第７条第１項に規定する業務に従事したこと

により、支給することとなった児童相談所業務手当で、同日以後に支給するもの

については、なお従前の例による。



杉並区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表

新 条 例 旧 条 例

（児童相談所業務手当） （児童相談所業務手当）

第７条 児童相談所業務手当は、児童福 第７条 児童相談所業務手当は、児童福

祉法第１２条第３項に規定する業務 祉法第１２条第２項に規定する業務

（次条第１項に規定する業務を除 （次条第１項に規定する業務を除

く。）を行うため、家庭訪問、指導、 く。）を行うため、家庭訪問、指導、

相談等の業務に従事した職員に支給す 相談等の業務に従事した職員に支給す

る。 る。

２ 前項に規定する手当の額は、従事し ２ 前項に規定する手当の額は、従事し

た日１日につき９５０円を超えない範 た日１日につき４９０円を超えない範

囲内において、規則で定める。 囲内において、規則で定める。

資 料



杉並区性の多様性が尊重される地域社会を実現するための取組の推進に関する条

例を公布する。

令和５年３月１５日

杉並区長 岸 本 聡 子

杉並区条例第１２号

杉並区性の多様性が尊重される地域社会を実現するための取組の推進に関す

る条例

（目的）

第１条 この条例は、杉並区（以下「区」という。）において性の多様性が尊重さ

れる地域社会の実現を図るため、基本理念、性を理由とする差別等の禁止、区、

区民及び事業者の責務並びにパートナーシップ制度その他の区が実施する性の多

様性が尊重される地域社会の実現に関する施策の基本的事項について定め、もっ

て全ての区民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する地域社会の実現に

資することを目的とする。

（定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。

(１) 性的指向 自己の恋愛又は性愛の対象となる性別についての指向をいう。

(２) 性自認 自己の性別についての認識をいう。

(３) パートナーシップ関係 双方又はいずれか一方が性的指向が異性に限らな

い者又は性自認が出生時に判定された性別と一致しない者であり、互いを人生

のパートナーとして、相互の人権を尊重し、継続的に協力し合い、共同生活を

営むことを約した２者間の関係をいう。

(４) パートナーシップ制度 第９条に定めるところにより、区長がパートナー

シップ関係にある者からの届出を受理したことを証明する制度をいう。

(５) 区民 区内に住み、働き、又は学ぶ人をいう。

(６) 事業者 区内において、事業活動を行うものをいう。

（基本理念）



第３条 性の多様性が尊重される地域社会を実現するための取組の推進は、性的指

向又は性自認を内心にとどめることを希望する者の平穏な生活の確保に配慮しつ

つ、全ての区民が、性を理由とする差別等を受けないこと、性の多様性をめぐる

個人としての尊厳が重んぜられること及び性別、性的指向、性自認等にかかわら

ず、自らの意思によって地域社会のあらゆる分野における活動に参画し、能力を

発揮する機会が確保されることを旨として、行われなければならない。

（性を理由とする差別等の禁止）

第４条 何人も、性を理由として不当な差別的取扱いをすることその他の性を理由

として個人の権利利益を不当に侵害する行為をしてはならない。

２ 何人も、正当な理由なく、本人の意に反して、性的指向若しくは性自認の表明

を強制し、若しくは禁止し、又は性的指向若しくは性自認を明らかにしてはなら

ない。

（区の責務）

第５条 区は、第３条に定める基本理念にのっとり、区民、事業者、国及び他の地

方公共団体その他の関係機関等との連携を図りつつ、性の多様性が尊重される地

域社会の実現に関する施策を実施する責務を有する。

（区民の責務）

第６条 区民は、性の多様性について理解を深めるとともに、区が実施する性の多

様性が尊重される地域社会の実現に関する施策に協力するよう努めるものとする。

（事業者の責務）

第７条 事業者は、性の多様性について理解を深め、その事業活動を行うに当たっ

ては、性を理由とする差別等の防止を図る等性の多様性に配慮するよう努めると

ともに、区が実施する性の多様性が尊重される地域社会の実現に関する施策に協

力するよう努めるものとする。

（相談体制の整備等）

第８条 区は、区民からの性を理由とする差別等に関する相談に的確に応ずるため、

必要な体制の整備を図るものとする。

２ 区民は、性を理由とする差別等について、区長に対し、苦情の申出をすること

ができる。

３ 区長は、前項の規定により苦情の申出を受けたときは、適切かつ迅速に処理す



るものとする。

（パートナーシップ制度）

第９条 パートナーシップ関係にある者であって、規則で定める要件を満たすもの

は、規則で定めるところにより、これらの者がパートナーシップ関係にある旨を

区長に届け出ることができる。

２ 区長は、前項の規定による届出があったときは、規則で定めるところにより、

当該届出を受理したことを証する書面を交付するものとする。

３ 第１項の届出をした者であって、当該届出を受理したことを証するカードの交

付を受けようとするものは、規則で定めるところにより、区長に申請することが

できる。

４ 区長は、前項の申請があったときは、規則で定めるところにより、同項の申請

をした者に対し、同項のカードを交付するものとする。

５ 区は、区が実施する施策等において、パートナーシップ関係にある区民が安心

して暮らすことができる地域社会の実現を目的とするパートナーシップ制度の趣

旨を十分に尊重し、適切に対応するものとする。ただし、法令等の規定により実

施する施策等においては、この限りでない。

６ 前各項に定めるもののほか、パートナーシップ制度に関して必要な事項は、規

則で定める。

（啓発活動）

第１０条 区は、性の多様性に関する区民及び事業者の理解を深めるよう、広報そ

の他の啓発活動を行うものとする。

（委任）

第１１条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第９条及び次項から附

則第４項までの規定は、公布の日から起算して２月を超えない範囲内において規

則で定める日から施行する。

２ 杉並区事務手数料条例（平成１２年杉並区条例第２４号）の一部を次のように

改正する。

別表第２中２２の項を２３の項とし、２１の項の次に次のように加える。



２２ 杉並区性の多様性が尊重さ １件につき ３５０円 交付申請のとき。

れる地域社会を実現するための

取組の推進に関する条例（令和

５年杉並区条例第１２号）第９

条第３項に規定するカードの交

付

３ 杉並区高齢者住宅条例（平成９年杉並区条例第２６号）の一部を次のように改

正する。

第６条第１項第５号イ中「親族の」を「親族又は杉並区性の多様性が尊重され

る地域社会を実現するための取組の推進に関する条例（令和５年杉並区条例第１

２号）第９条第２項の規定による書面の交付を受けたパートナーシップ関係にあ

る相手方その他これに準ずる者として規則で定める者（以下「パートナーシップ

関係の相手方」という。）である」に改める。

第８条第１項第１号イ中「親族」の次に「若しくはパートナーシップ関係の相

手方」を加える。

４ 杉並区営住宅条例（平成９年杉並区条例第２７号）の一部を次のように改正す

る。

第６条第１項第２号中「含む」の次に「。以下同じ。）又は杉並区性の多様性

が尊重される地域社会を実現するための取組の推進に関する条例（令和５年杉並

区条例第１２号）第９条第２項の規定による書面の交付を受けたパートナーシッ

プ関係にある相手方その他これに準ずる者として規則で定める者（以下「パート

ナーシップ関係の相手方」という」を加え、同条第２項中「親族」の次に「又は

パートナーシップ関係の相手方」を加える。

第８条第１項第１号イ中「親族」の次に「若しくはパートナーシップ関係の相

手方」を加える。
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杉並区性の多様性が尊重される地域社会を実現するための取組の推進に関す

る条例新旧対照表（抄）

附則第３項による改正（杉並区高齢者住宅条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（使用者の資格） （使用者の資格）

第６条 区営高齢者住宅を使用すること 第６条 区営高齢者住宅を使用すること

のできる者は、申込みをした日におい のできる者は、申込みをした日におい

て、次に掲げる条件を具備している者 て、次に掲げる条件を具備している者

でなければならない。 でなければならない。

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略

(５) 世帯構成がア又はイの住宅の区 (５) 世帯構成がア又はイの住宅の区

分に応じ、それぞれア又はイに掲げ 分に応じ、それぞれア又はイに掲げ

るものであること。 るものであること。

ア 略 ア 略

イ ２人世帯用住宅 規則で定める イ ２人世帯用住宅 規則で定める

親族又は杉並区性の多様性が尊重 親族の

される地域社会を実現するための

取組の推進に関する条例（令和５

年杉並区条例第１２号）第９条第

２項の規定による書面の交付を受

けたパートナーシップ関係にある

相手方その他これに準ずる者とし

て規則で定める者（以下「パート

ナーシップ関係の相手方」とい

う。）である同居者があること。 同居者があること。

(６)～(８) 略 (６)～(８) 略

２ 略 ２ 略

資 料
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（使用予定者の決定等） （使用予定者の決定等）

第８条 区長は、区営高齢者住宅の使用 第８条 区長は、区営高齢者住宅の使用

申込者の数が使用を許可すべき区営高 申込者の数が使用を許可すべき区営高

齢者住宅の戸数を超える場合において 齢者住宅の戸数を超える場合において

は、次の各号のいずれにも該当する者 は、次の各号のいずれにも該当する者

のうちから抽せんにより使用予定者を のうちから抽せんにより使用予定者を

決定する。 決定する。

(１) 次のいずれかに該当する者 (１) 次のいずれかに該当する者

ア 略 ア 略

イ 他の世帯と同居して著しく生活 イ 他の世帯と同居して著しく生活

上の不便を受けている者又は住宅 上の不便を受けている者又は住宅

がないために親族若しくはパート がないために親族

ナーシップ関係の相手方と同居す と同居す

ることができない者 ることができない者

ウ～カ 略 ウ～カ 略

(２)及び(３) 略 (２)及び(３) 略

２及び３ 略 ２及び３ 略

附則第４項による改正（杉並区営住宅条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（使用者の資格） （使用者の資格）

第６条 区営住宅を使用することのでき 第６条 区営住宅を使用することのでき

る者は、申込みをした日において、次 る者は、申込みをした日において、次

の各号（被災市街地復興特別措置法 の各号（被災市街地復興特別措置法

（平成７年法律第１４号）第２１条に （平成７年法律第１４号）第２１条に

規定する被災者等にあっては第４号か 規定する被災者等にあっては第４号か

ら第６号まで、密集整備法第１９条の ら第６号まで、密集整備法第１９条の

規定により区営住宅への入居を希望す 規定により区営住宅への入居を希望す
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資 料

る旨を区長に申し出た者にあっては第 る旨を区長に申し出た者にあっては第

２号から第６号まで）に掲げる条件を ２号から第６号まで）に掲げる条件を

具備している者でなければならない。 具備している者でなければならない。

(１) 略 (１) 略

(２) 現に同居し、又は同居しようと (２) 現に同居し、又は同居しようと

する親族（婚姻の届出をしないが事 する親族（婚姻の届出をしないが事

実上婚姻関係と同様の事情にある者 実上婚姻関係と同様の事情にある者

その他婚姻の予約者を含む。以下同 その他婚姻の予約者を含む

じ。）又は杉並区性の多様性が尊重

される地域社会を実現するための取

組の推進に関する条例（令和５年杉

並区条例第１２号）第９条第２項の

規定による書面の交付を受けたパー

トナーシップ関係にある相手方その

他これに準ずる者として規則で定め

る者（以下「パートナーシップ関係

の相手方」という。）があること。 。）があること。

(３)～(６) 略 (３)～(６) 略

２ 次の各号のいずれかに該当する者 ２ 次の各号のいずれかに該当する者

（次条第２項において「高齢者等」と （次条第２項において「高齢者等」と

いう。）にあっては、前項第２号の規 いう。）にあっては、前項第２号の規

定にかかわらず、現に同居し、又は同 定にかかわらず、現に同居し、又は同

居しようとする親族又はパートナーシ 居しようとする親族

ップ関係の相手方があることを要しな があることを要しな

い。 い。

(１)～(８) 略 (１)～(８) 略

３～５ 略 ３～５ 略

（使用予定者の決定等） （使用予定者の決定等）

第８条 区長は、区営住宅の使用申込者 第８条 区長は、区営住宅の使用申込者
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の数が使用を許可すべき区営住宅の戸 の数が使用を許可すべき区営住宅の戸

数を超える場合においては、次の各号 数を超える場合においては、次の各号

のいずれにも該当する者のうちから抽 のいずれにも該当する者のうちから抽

せんにより使用予定者を決定する。 せんにより使用予定者を決定する。

(１) 次のいずれかに該当する者 (１) 次のいずれかに該当する者

ア 略 ア 略

イ 他の世帯と同居して著しく生活 イ 他の世帯と同居して著しく生活

上の不便を受けている者又は住宅 上の不便を受けている者又は住宅

がないために親族若しくはパート がないために親族

ナーシップ関係の相手方と同居す と同居す

ることができない者 ることができない者

ウ～カ 略 ウ～カ 略

(２)及び(３) 略 (２)及び(３) 略

２及び３ 略 ２及び３ 略



杉並区営住宅条例の一部を改正する条例を公布する。

令和５年３月１５日

杉並区長 岸 本 聡 子

杉並区条例第１３号

杉並区営住宅条例の一部を改正する条例

杉並区営住宅条例（平成９年杉並区条例第２７号）の一部を次のように改正する。

第６条第２項ただし書を削る。

別表第２杉並区営成田東一丁目アパートの項中「１６，０００円」を「１７，０

００円」に改める。

附 則

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。

２ この条例による改正後の杉並区営住宅条例の規定は、令和５年４月以後の月分

の駐車場の使用料について適用し、同年３月以前の月分の駐車場の使用料につい

ては、なお従前の例による。



杉並区営住宅条例の一部を改正する条例新旧対照表（抄）

新 条 例 旧 条 例

（使用者の資格） （使用者の資格）

第６条 略 第６条 略

２ 次の各号のいずれかに該当する者 ２ 次の各号のいずれかに該当する者

（次条第２項において「高齢者等」と （次条第２項において「高齢者等」と

いう。）にあっては、前項第２号の規 いう。）にあっては、前項第２号の規

定にかかわらず、現に同居し、又は同 定にかかわらず、現に同居し、又は同

居しようとする親族があることを要し 居しようとする親族があることを要し

ない。 ない。ただし、身体上又は精神上著し

い障害があるために常時の介護を必要

とし、かつ、居宅においてこれを受け

ることができず、又は受けることが困

難であると認められる者を除く。

(１)～(８) 略 (１)～(８) 略

３～５ 略 ３～５ 略

資 料



杉並区国民健康保険条例の一部を改正する条例を公布する。

令和５年３月１５日

杉並区長 岸 本 聡 子

杉並区条例第１４号

杉並区国民健康保険条例の一部を改正する条例

杉並区国民健康保険条例（昭和３４年杉並区条例第２１号）の一部を次のように

改正する。

第９条第１項中「４２万円」を「５０万円」に改める。

第１４条の４第１号中「１００分の７．１６」を「１００分の７．１７」に、

「１００分の６１」を「１００分の５４」に改め、同条第２号中「４万２，１００

円」を「４万５，０００円」に、「１００分の３９」を「１００分の４６」に改め

る。

第１４条の１２第１号中「１００分の２．２８」を「１００分の２．４２」に、

「１００分の６１」を「１００分の６０」に改め、同条第２号中「１万３，２００

円」を「１万５，１００円」に、「１００分の３９」を「１００分の４０」に改め

る。

第１４条の１６中「２０万円」を「２２万円」に改める。

第１５条の４第１号中「１００分の５８」を「１００分の５９」に改め、同条第

２号中「１万６，６００円」を「１万６，２００円」に、「１００分の４２」を

「１００分の４１」に改める。

第１８条の２中「２０万円」を「２２万円」に改め、同条第１号ア中「２万９，

４７０円」を「３万１，５００円」に改め、同号イ中「９，２４０円」を「１万５

７０円」に改め、同号ウ中「１万１，６２０円」を「１万１，３４０円」に改め、

同条第２号中「２８万５，０００円」を「２９万円」に改め、同号ア中「２万１，

０５０円」を「２万２，５００円」に改め、同号イ中「６，６００円」を「７，５

５０円」に改め、同号ウ中「８，３００円」を「８，１００円」に改め、同条第３

号中「５２万円」を「５３万５，０００円」に改め、同号ア中「８，４２０円」を



「９，０００円」に改め、同号イ中「２，６４０円」を「３，０２０円」に改め、

同号ウ中「３，３２０円」を「３，２４０円」に改める。

第１８条の３第１号ア中「６，３１５円」を「６，７５０円」に改め、同号イ中

「１万５２５円」を「１万１，２５０円」に改め、同号ウ中「１万６，８４０円」

を「１万８，０００円」に改め、同号エ中「２万１，０５０円」を「２万２，５０

０円」に改め、同条第２号ア中「１，９８０円」を「２，２６５円」に改め、同号

イ中「３，３００円」を「３，７７５円」に改め、同号ウ中「５，２８０円」を

「６，０４０円」に改め、同号エ中「６，６００円」を「７，５５０円」に改める。

第２４条の３第２項中「の提示」を「又は同令第１９条第３項に規定する雇用保

険受給資格通知の提示」に改める。

附 則

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。

２ 改正後の第９条第１項の規定は、この条例の施行の日以後の被保険者の出産に

ついて適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

３ 改正後の第１４条の４、第１４条の１２、第１４条の１６、第１５条の４、第

１８条の２及び第１８条の３の規定は、令和５年度分の保険料から適用し、令和

４年度分までの保険料については、なお従前の例による。



- 1 -

杉並区国民健康保険条例の一部を改正する条例新旧対照表

新 条 例 旧 条 例

（出産育児一時金） （出産育児一時金）

第９条 被保険者が出産したときは、当 第９条 被保険者が出産したときは、当

該被保険者の属する世帯の世帯主に対 該被保険者の属する世帯の世帯主に対

し、出産育児一時金として５０万円を し、出産育児一時金として４２万円を

支給する。 支給する。

２ 略 ２ 略

（一般被保険者に係る基礎賦課額の保険 （一般被保険者に係る基礎賦課額の保険

料率） 料率）

第１４条の４ 一般被保険者に係る基礎 第１４条の４ 一般被保険者に係る基礎

賦課額の保険料率は、次のとおりとす 賦課額の保険料率は、次のとおりとす

る。 る。

(１) 所得割 １００分の７．１７ (１) 所得割 １００分の７．１６

（一般被保険者に係る基礎賦課総額 （一般被保険者に係る基礎賦課総額

の１００分の５４に相当する額を一 の１００分の６１に相当する額を一

般被保険者に係る賦課期日の属する 般被保険者に係る賦課期日の属する

年の前年の所得に係る基礎控除後の 年の前年の所得に係る基礎控除後の

総所得金額等の見込額（政令第２９ 総所得金額等の見込額（政令第２９

条の７第２項第４号ただし書に規定 条の７第２項第４号ただし書に規定

する場合にあつては、国民健康保険 する場合にあつては、国民健康保険

法施行規則（昭和３３年厚生省令第 法施行規則（昭和３３年厚生省令第

５３号。以下「省令」という。）第 ５３号。以下「省令」という。）第

３２条の９に規定する方法により補 ３２条の９に規定する方法により補

正された後の金額）の総額で除して 正された後の金額）の総額で除して

得た数） 得た数）

(２) 被保険者均等割 被保険者１人 (２) 被保険者均等割 被保険者１人

資 料
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につき４万５，０００円（一般被保 につき４万２，１００円（一般被保

険者に係る基礎賦課総額の１００分 険者に係る基礎賦課総額の１００分

の４６に相当する額を当該年度の前 の３９に相当する額を当該年度の前

年度及びその直前の２箇年度の各年 年度及びその直前の２箇年度の各年

度における一般被保険者の数等を勘 度における一般被保険者の数等を勘

案して算定した数で除して得た額） 案して算定した数で除して得た額）

（一般被保険者に係る後期高齢者支援金 （一般被保険者に係る後期高齢者支援金

等賦課額の保険料率） 等賦課額の保険料率）

第１４条の１２ 一般被保険者に係る後 第１４条の１２ 一般被保険者に係る後

期高齢者支援金等賦課額の保険料率 期高齢者支援金等賦課額の保険料率

は、次のとおりとする。 は、次のとおりとする。

(１) 所得割 １００分の２．４２ (１) 所得割 １００分の２．２８

（一般被保険者に係る後期高齢者支 （一般被保険者に係る後期高齢者支

援金等賦課総額の１００分の６０に 援金等賦課総額の１００分の６１に

相当する額を一般被保険者に係る賦 相当する額を一般被保険者に係る賦

課期日の属する年の前年の所得に係 課期日の属する年の前年の所得に係

る基礎控除後の総所得金額等の見込 る基礎控除後の総所得金額等の見込

額（政令第２９条の７第３項第４号 額（政令第２９条の７第３項第４号

ただし書に規定する場合にあつて ただし書に規定する場合にあつて

は、省令第３２条の９の２に規定す は、省令第３２条の９の２に規定す

る方法により補正された後の金額） る方法により補正された後の金額）

の総額で除して得た数） の総額で除して得た数）

(２) 被保険者均等割 被保険者１人 (２) 被保険者均等割 被保険者１人

につき１万５，１００円（一般被保 につき１万３，２００円（一般被保

険者に係る後期高齢者支援金等賦課 険者に係る後期高齢者支援金等賦課

総額の１００分の４０に相当する額 総額の１００分の３９に相当する額

を当該年度の前年度及びその直前の を当該年度の前年度及びその直前の

２箇年度の各年度における一般被保 ２箇年度の各年度における一般被保

険者の数等を勘案して算定した数で 険者の数等を勘案して算定した数で
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除して得た額） 除して得た額）

（後期高齢者支援金等賦課限度額） （後期高齢者支援金等賦課限度額）

第１４条の１６ 第１４条の１０又は第 第１４条の１６ 第１４条の１０又は第

１４条の１３の後期高齢者支援金等賦 １４条の１３の後期高齢者支援金等賦

課額（一般被保険者と退職被保険者等 課額（一般被保険者と退職被保険者等

が同一の世帯に属する場合には、第１ が同一の世帯に属する場合には、第１

４条の１０の後期高齢者支援金等賦課 ４条の１０の後期高齢者支援金等賦課

額と第１４条の１３の後期高齢者支援 額と第１４条の１３の後期高齢者支援

金等賦課額との合算額をいう。第１８ 金等賦課額との合算額をいう。第１８

条及び第１８条の２において同じ。） 条及び第１８条の２において同じ。）

は、２２万円を超えることができな は、２０万円を超えることができな

い。 い。

（介護納付金賦課額の保険料率） （介護納付金賦課額の保険料率）

第１５条の４ 介護納付金賦課被保険者 第１５条の４ 介護納付金賦課被保険者

に係る介護納付金賦課額の保険料率 に係る介護納付金賦課額の保険料率

は、次のとおりとする。 は、次のとおりとする。

(１) 所得割 １００分の２．２０ (１) 所得割 １００分の２．２０

（介護納付金賦課総額の１００分の （介護納付金賦課総額の１００分の

５９に相当する額を介護納付金賦課 ５８に相当する額を介護納付金賦課

被保険者に係る賦課期日の属する年 被保険者に係る賦課期日の属する年

の前年の所得に係る基礎控除後の総 の前年の所得に係る基礎控除後の総

所得金額等の見込額（政令第２９条 所得金額等の見込額（政令第２９条

の７第４項第４号ただし書に規定す の７第４項第４号ただし書に規定す

る場合にあつては、省令第３２条の る場合にあつては、省令第３２条の

１０に規定する方法により補正され １０に規定する方法により補正され

た後の金額）の総額で除して得た た後の金額）の総額で除して得た

数） 数）

(２) 被保険者均等割 被保険者１人 (２) 被保険者均等割 被保険者１人

につき１万６，２００円（介護納付 につき１万６，６００円（介護納付
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金賦課総額の１００分の４１に相当 金賦課総額の１００分の４２に相当

する額を当該年度の前年度及びその する額を当該年度の前年度及びその

直前の２箇年度の各年度における介 直前の２箇年度の各年度における介

護納付金賦課被保険者の数等を勘案 護納付金賦課被保険者の数等を勘案

して算定した数で除して得た額） して算定した数で除して得た額）

（低所得者の保険料の減額） （低所得者の保険料の減額）

第１８条の２ 次の各号に該当する納付 第１８条の２ 次の各号に該当する納付

義務者に対して課する保険料の額は、 義務者に対して課する保険料の額は、

第１３条の４又は第１４条の５の基礎 第１３条の４又は第１４条の５の基礎

賦課額から、それぞれ当該各号のアに 賦課額から、それぞれ当該各号のアに

定める額を減額して得た額（当該減額 定める額を減額して得た額（当該減額

して得た額が６５万円を超える場合に して得た額が６５万円を超える場合に

は、６５万円）及び第１４条の１０又 は、６５万円）及び第１４条の１０又

は第１４条の１３の後期高齢者支援金 は第１４条の１３の後期高齢者支援金

等賦課額から、それぞれ当該各号のイ 等賦課額から、それぞれ当該各号のイ

に定める額を減額して得た額（当該減 に定める額を減額して得た額（当該減

額して得た額が２２万円を超える場合 額して得た額が２０万円を超える場合

には、２２万円）並びに第１５条の２ には、２０万円）並びに第１５条の２

の介護納付金賦課額から、それぞれ当 の介護納付金賦課額から、それぞれ当

該各号のウに定める額を減額して得た 該各号のウに定める額を減額して得た

額（当該減額して得た額が１７万円を 額（当該減額して得た額が１７万円を

超える場合には、１７万円）の合算額 超える場合には、１７万円）の合算額

とする。 とする。

(１) 世帯主、当該年度の保険料賦課 (１) 世帯主、当該年度の保険料賦課

期日（賦課期日後に保険料の納付義 期日（賦課期日後に保険料の納付義

務が発生した場合にはその発生した 務が発生した場合にはその発生した

日とする。）現在においてその世帯 日とする。）現在においてその世帯

に属する被保険者及び特定同一世帯 に属する被保険者及び特定同一世帯

所属者（法第６条第８号に該当した 所属者（法第６条第８号に該当した
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ことにより被保険者の資格を喪失し ことにより被保険者の資格を喪失し

た者であつて、当該資格を喪失した た者であつて、当該資格を喪失した

日の前日以後継続して同一の世帯に 日の前日以後継続して同一の世帯に

属するものをいう。以下同じ。）に 属するものをいう。以下同じ。）に

つき算定した地方税法第３１４条の つき算定した地方税法第３１４条の

２第１項に規定する総所得金額（同 ２第１項に規定する総所得金額（同

法第３１７条の２第１項第２号に規 法第３１７条の２第１項第２号に規

定する青色専従者給与額又は同法第 定する青色専従者給与額又は同法第

３１３条第５項に規定する事業専従 ３１３条第５項に規定する事業専従

者控除額については、同条第３項、 者控除額については、同条第３項、

第４項又は第５項の規定を適用せ 第４項又は第５項の規定を適用せ

ず、所得税法（昭和４０年法律第３ ず、所得税法（昭和４０年法律第３

３号）第５７条第１項、第３項又は ３号）第５７条第１項、第３項又は

第４項の規定の例によらないものと 第４項の規定の例によらないものと

し、地方税法第３１４条の２第１項 し、地方税法第３１４条の２第１項

に規定する山林所得金額及び他の所 に規定する山林所得金額及び他の所

得と区分して計算される所得の金額 得と区分して計算される所得の金額

（同法附則第３３条の２第５項に規 （同法附則第３３条の２第５項に規

定する上場株式等に係る配当所得等 定する上場株式等に係る配当所得等

の金額（同法附則第３５条の２の６ の金額（同法附則第３５条の２の６

第１１項又は第１５項の規定の適用 第１１項又は第１５項の規定の適用

がある場合には、その適用後の金 がある場合には、その適用後の金

額）、同法附則第３３条の３第５項 額）、同法附則第３３条の３第５項

に規定する土地等に係る事業所得等 に規定する土地等に係る事業所得等

の金額、同法附則第３４条第４項に の金額、同法附則第３４条第４項に

規定する長期譲渡所得の金額、同法 規定する長期譲渡所得の金額、同法

附則第３５条第５項に規定する短期 附則第３５条第５項に規定する短期

譲渡所得の金額、同法附則第３５条 譲渡所得の金額、同法附則第３５条

の２第５項に規定する一般株式等に の２第５項に規定する一般株式等に
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係る譲渡所得等の金額（同法附則第 係る譲渡所得等の金額（同法附則第

３５条の３第１５項の規定の適用が ３５条の３第１５項の規定の適用が

ある場合には、その適用後の金 ある場合には、その適用後の金

額）、同法附則第３５条の２の２第 額）、同法附則第３５条の２の２第

５項に規定する上場株式等に係る譲 ５項に規定する上場株式等に係る譲

渡所得等の金額（同法附則第３５条 渡所得等の金額（同法附則第３５条

の２の６第１５項又は第３５条の３ の２の６第１５項又は第３５条の３

第１３項若しくは第１５項の規定の 第１３項若しくは第１５項の規定の

適用がある場合には、その適用後の 適用がある場合には、その適用後の

金額）、同法附則第３５条の４第４ 金額）、同法附則第３５条の４第４

項に規定する先物取引に係る雑所得 項に規定する先物取引に係る雑所得

等の金額（同法附則第３５条の４の 等の金額（同法附則第３５条の４の

２第７項の規定の適用がある場合に ２第７項の規定の適用がある場合に

は、その適用後の金額）、外国居住 は、その適用後の金額）、外国居住

者等の所得に対する相互主義による 者等の所得に対する相互主義による

所得税等の非課税等に関する法律第 所得税等の非課税等に関する法律第

８条第２項に規定する特例適用利子 ８条第２項に規定する特例適用利子

等の額、同条第４項に規定する特例 等の額、同条第４項に規定する特例

適用配当等の額、租税条約等実施特 適用配当等の額、租税条約等実施特

例法第３条の２の２第１０項に規定 例法第３条の２の２第１０項に規定

する条約適用利子等の額及び同条第 する条約適用利子等の額及び同条第

１２項に規定する条約適用配当等の １２項に規定する条約適用配当等の

額をいう。以下この条において同 額をいう。以下この条において同

じ。）の算定についても同様とす じ。）の算定についても同様とす

る。以下この条において同じ。）及 る。以下この条において同じ。）及

び山林所得金額並びに他の所得と区 び山林所得金額並びに他の所得と区

分して計算される所得の金額の合算 分して計算される所得の金額の合算

額が、地方税法第３１４条の２第２ 額が、地方税法第３１４条の２第２

項第１号に定める金額（世帯主並び 項第１号に定める金額（世帯主並び
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に当該世帯主の世帯に属する被保険 に当該世帯主の世帯に属する被保険

者及び特定同一世帯所属者（次号及 者及び特定同一世帯所属者（次号及

び第３号において「世帯主等」とい び第３号において「世帯主等」とい

う。）のうち給与所得を有する者 う。）のうち給与所得を有する者

（前年中に同条第１項に規定する総 （前年中に同条第１項に規定する総

所得金額に係る所得税法第２８条第 所得金額に係る所得税法第２８条第

１項に規定する給与所得について同 １項に規定する給与所得について同

条第３項に規定する給与所得控除額 条第３項に規定する給与所得控除額

の控除を受けた者（同条第１項に規 の控除を受けた者（同条第１項に規

定する給与等の収入金額が５５万円 定する給与等の収入金額が５５万円

を超える者に限る。）をいう。以下 を超える者に限る。）をいう。以下

この号において同じ。）の数及び公 この号において同じ。）の数及び公

的年金等に係る所得を有する者（前 的年金等に係る所得を有する者（前

年中に地方税法第３１４条の２第１ 年中に地方税法第３１４条の２第１

項に規定する総所得金額に係る所得 項に規定する総所得金額に係る所得

税法第３５条第３項に規定する公的 税法第３５条第３項に規定する公的

年金等に係る所得について同条第４ 年金等に係る所得について同条第４

項に規定する公的年金等控除額の控 項に規定する公的年金等控除額の控

除を受けた者（年齢６５歳未満の者 除を受けた者（年齢６５歳未満の者

にあつては当該公的年金等の収入金 にあつては当該公的年金等の収入金

額が６０万円を超える者に限り、年 額が６０万円を超える者に限り、年

齢６５歳以上の者にあつては当該公 齢６５歳以上の者にあつては当該公

的年金等の収入金額が１１０万円を 的年金等の収入金額が１１０万円を

超える者に限る。）をいい、給与所 超える者に限る。）をいい、給与所

得を有する者を除く。）の数の合計 得を有する者を除く。）の数の合計

数（以下この条において「給与所得 数（以下この条において「給与所得

者等の数」という。）が２以上の場 者等の数」という。）が２以上の場

合にあつては、地方税法第３１４条 合にあつては、地方税法第３１４条

の２第２項第１号に定める金額に当 の２第２項第１号に定める金額に当
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該給与所得者等の数から１を減じた 該給与所得者等の数から１を減じた

数に１０万円を乗じて得た金額を加 数に１０万円を乗じて得た金額を加

えた金額）を超えない世帯に係る保 えた金額）を超えない世帯に係る保

険料の納付義務者 険料の納付義務者

ア 基礎賦課額に係る被保険者均等 ア 基礎賦課額に係る被保険者均等

割額 被保険者１人について３万 割額 被保険者１人について２万

１，５００円 ９，４７０円

イ 後期高齢者支援金等賦課額に係 イ 後期高齢者支援金等賦課額に係

る被保険者均等割額 被保険者１ る被保険者均等割額 被保険者１

人について１万５７０円 人について９，２４０円

ウ 介護納付金賦課額に係る被保険 ウ 介護納付金賦課額に係る被保険

者均等割額 被保険者１人につい 者均等割額 被保険者１人につい

て１万１，３４０円 て１万１，６２０円

(２) 前号に規定する総所得金額及び (２) 前号に規定する総所得金額及び

山林所得金額並びに他の所得と区分 山林所得金額並びに他の所得と区分

して計算される所得の金額の合算額 して計算される所得の金額の合算額

が、地方税法第３１４条の２第２項 が、地方税法第３１４条の２第２項

第１号に定める金額（世帯主等のう 第１号に定める金額（世帯主等のう

ち給与所得者等の数が２以上の場合 ち給与所得者等の数が２以上の場合

にあつては、同号に定める金額に当 にあつては、同号に定める金額に当

該給与所得者等の数から１を減じた 該給与所得者等の数から１を減じた

数に１０万円を乗じて得た金額を加 数に１０万円を乗じて得た金額を加

えた金額）に２９万円 に えた金額）に２８万５，０００円に

当該年度の保険料賦課期日（賦課期 当該年度の保険料賦課期日（賦課期

日後に保険料の納付義務が発生した 日後に保険料の納付義務が発生した

場合にはその発生した日とする。） 場合にはその発生した日とする。）

現在において、その世帯に属する被 現在において、その世帯に属する被

保険者の数と特定同一世帯所属者の 保険者の数と特定同一世帯所属者の

数の合計数を乗じて得た額を加算し 数の合計数を乗じて得た額を加算し
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資 料

た金額を超えない世帯に係る保険料 た金額を超えない世帯に係る保険料

の納付義務者であつて前号に該当す の納付義務者であつて前号に該当す

る者以外のもの る者以外のもの

ア 基礎賦課額に係る被保険者均等 ア 基礎賦課額に係る被保険者均等

割額 被保険者１人について２万 割額 被保険者１人について２万

２，５００円 １，０５０円

イ 後期高齢者支援金等賦課額に係 イ 後期高齢者支援金等賦課額に係

る被保険者均等割額 被保険者１ る被保険者均等割額 被保険者１

人について７，５５０円 人について６，６００円

ウ 介護納付金賦課額に係る被保険 ウ 介護納付金賦課額に係る被保険

者均等割額 被保険者１人につい 者均等割額 被保険者１人につい

て８，１００円 て８，３００円

(３) 第１号に規定する総所得金額及 (３) 第１号に規定する総所得金額及

び山林所得金額並びに他の所得と区 び山林所得金額並びに他の所得と区

分して計算される所得の金額の合算 分して計算される所得の金額の合算

額が、地方税法第３１４条の２第２ 額が、地方税法第３１４条の２第２

項第１号に定める金額（世帯主等の 項第１号に定める金額（世帯主等の

うち給与所得者等の数が２以上の場 うち給与所得者等の数が２以上の場

合にあつては、同号に定める金額に 合にあつては、同号に定める金額に

当該給与所得者等の数から１を減じ 当該給与所得者等の数から１を減じ

た数に１０万円を乗じて得た金額を た数に１０万円を乗じて得た金額を

加えた金額）に５３万５，０００円 加えた金額）に５２万円

に当該年度の保険料賦課期日（賦課 に当該年度の保険料賦課期日（賦課

期日後に保険料の納付義務が発生し 期日後に保険料の納付義務が発生し

た場合にはその発生した日とす た場合にはその発生した日とす

る。）現在において、その世帯に属 る。）現在において、その世帯に属

する被保険者の数と特定同一世帯所 する被保険者の数と特定同一世帯所

属者の数の合計数を乗じて得た額を 属者の数の合計数を乗じて得た額を

加算した金額を超えない世帯に係る 加算した金額を超えない世帯に係る
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保険料の納付義務者であつて前２号 保険料の納付義務者であつて前２号

に該当する者以外のもの に該当する者以外のもの

ア 基礎賦課額に係る被保険者均等 ア 基礎賦課額に係る被保険者均等

割額 被保険者１人について９， 割額 被保険者１人について８，

０００円 ４２０円

イ 後期高齢者支援金等賦課額に係 イ 後期高齢者支援金等賦課額に係

る被保険者均等割額 被保険者１ る被保険者均等割額 被保険者１

人について３，０２０円 人について２，６４０円

ウ 介護納付金賦課額に係る被保険 ウ 介護納付金賦課額に係る被保険

者均等割額 被保険者１人につい 者均等割額 被保険者１人につい

て３，２４０円 て３，３２０円

（未就学児の被保険者均等割額の減額） （未就学児の被保険者均等割額の減額）

第１８条の３ 当該年度において、納付 第１８条の３ 当該年度において、納付

義務者の属する世帯に６歳に達する日 義務者の属する世帯に６歳に達する日

以後の最初の３月３１日以前である被 以後の最初の３月３１日以前である被

保険者がある場合における当該被保険 保険者がある場合における当該被保険

者に係る当該年度分の被保険者均等割 者に係る当該年度分の被保険者均等割

額（前条に規定する金額を減額するも 額（前条に規定する金額を減額するも

のとした場合にあつては、その減額後 のとした場合にあつては、その減額後

の被保険者均等割額）は、当該被保険 の被保険者均等割額）は、当該被保険

者均等割額から、次の各号に掲げる区 者均等割額から、次の各号に掲げる区

分に応じ、それぞれ当該各号に定める 分に応じ、それぞれ当該各号に定める

額を減額して得た額とする。 額を減額して得た額とする。

(１) 基礎賦課額に係る被保険者均等 (１) 基礎賦課額に係る被保険者均等

割額 次に掲げる世帯の区分に応 割額 次に掲げる世帯の区分に応

じ、それぞれ次に定める額 じ、それぞれ次に定める額

ア 前条第１号アに規定する金額を ア 前条第１号アに規定する金額を

減額した世帯 ６，７５０円 減額した世帯 ６，３１５円

イ 前条第２号アに規定する金額を イ 前条第２号アに規定する金額を
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資 料

減額した世帯 １万１，２５０円 減額した世帯 １万５２５円

ウ 前条第３号アに規定する金額を ウ 前条第３号アに規定する金額を

減額した世帯 １万８，０００円 減額した世帯 １万６，８４０円

エ アからウまでに掲げる世帯以外 エ アからウまでに掲げる世帯以外

の世帯 ２万２，５００円 の世帯 ２万１，０５０円

(２) 後期高齢者支援金等賦課額に係 (２) 後期高齢者支援金等賦課額に係

る被保険者均等割額 次に掲げる世 る被保険者均等割額 次に掲げる世

帯の区分に応じ、それぞれ次に定め 帯の区分に応じ、それぞれ次に定め

る額 る額

ア 前条第１号イに規定する金額を ア 前条第１号イに規定する金額を

減額した世帯 ２，２６５円 減額した世帯 １，９８０円

イ 前条第２号イに規定する金額を イ 前条第２号イに規定する金額を

減額した世帯 ３，７７５円 減額した世帯 ３，３００円

ウ 前条第３号イに規定する金額を ウ 前条第３号イに規定する金額を

減額した世帯 ６，０４０円 減額した世帯 ５，２８０円

エ アからウまでに掲げる世帯以外 エ アからウまでに掲げる世帯以外

の世帯 ７，５５０円 の世帯 ６，６００円

（特例対象被保険者等に係る届出） （特例対象被保険者等に係る届出）

第２４条の３ 略 第２４条の３ 略

２ 前項の届書の提出に当たり、特例対 ２ 前項の届書の提出に当たり、特例対

象被保険者等の雇用保険法施行規則 象被保険者等の雇用保険法施行規則

（昭和５０年労働省令第３号）第１７ （昭和５０年労働省令第３号）第１７

条の２第１項第１号に規定する雇用保 条の２第１項第１号に規定する雇用保

険受給資格者証又は同令第１９条第３ 険受給資格者証の提示

項に規定する雇用保険受給資格通知の

提示を求められた場合には、これを提 を求められた場合には、これを提

示しなければならない。 示しなければならない。



杉並区立保育所及び小規模保育事業所条例の一部を改正する条例を公布する。

令和５年３月１５日

杉並区長 岸 本 聡 子

杉並区条例第１５号

杉並区立保育所及び小規模保育事業所条例の一部を改正する条例

杉並区立保育所及び小規模保育事業所条例（昭和３６年杉並区条例第１９号）の

一部を次のように改正する。

第１条第１項の表杉並区立永福北保育園の項中「杉並区永福四丁目２５番４号」

を「杉並区永福三丁目５１番１７号」に改める。

附 則

この条例は、令和５年６月１９日から施行する。



杉並区立コミュニティふらっと条例の一部を改正する条例を公布する。

令和５年３月１５日

杉並区長 岸 本 聡 子

杉並区条例第１６号

杉並区立コミュニティふらっと条例の一部を改正する条例

杉並区立コミュニティふらっと条例（令和２年杉並区条例第１８号）の一部を次

のように改正する。

別表第１杉並区立コミュニティふらっと成田の項の次に次のように加える。

杉並区立コミュニティふらっと方南 杉並区方南一丁目２７番８号

別表第２を次のように改める。

別表第２（第５条関係）

(１) 集会室等

名称 区分 使用料

午前 午後 夜間 延長使用料

（午前９時から正 （午後１時から午 （午後７時から午

午まで） 後３時まで又は午 後９時まで）

後４時から午後６

時まで）

杉並区 第１集会室 １，０００円 ７００円 ７００円 ２００円

立コミ

ュニテ 第２集会室 １，０００円 ７００円 ７００円 ２００円

ィふら

っと阿 第３集会室 １，２００円 ８００円 ８００円 ３００円

佐谷

第４集会室 １，２００円 ８００円 ８００円 ３００円

第５集会室（キ １，２００円 ８００円 ８００円 ３００円

ッチンを使用す

る場合）

第５集会室（キ １，０００円 ７００円 ７００円 ２００円

ッチンを使用し

ない場合）

和室 １，７００円 １，１００円 １，１００円 ４００円

杉並区 第１集会室 １，４００円 ９００円 ９００円 ３００円

立コミ

ュニテ 第２集会室（キ １，６００円 １，０００円 １，０００円 ４００円



ィふら ッチンを使用す

っと東 る場合）

原

第２集会室（キ １，４００円 ９００円 ９００円 ３００円

ッチンを使用し

ない場合）

第３集会室 １，２００円 ８００円 ８００円 ３００円

第４集会室 １，０００円 ７００円 ７００円 ２００円

多目的室 ３，５００円 ２，３００円 ２，３００円 ８００円

杉並区 第１集会室 １，０００円 ７００円 ７００円 ２００円

立コミ

ュニテ 第２集会室 １，０００円 ７００円 ７００円 ２００円

ィふら

っと馬 第３集会室（キ １，４００円 ９００円 ９００円 ３００円

橋 ッチンを使用す

る場合）

第３集会室（キ １，０００円 ７００円 ７００円 ２００円

ッチンを使用し

ない場合）

多目的室 ３，２００円 ２，１００円 ２，１００円 ８００円

杉並区 第１集会室 １，０００円 ７００円 ７００円 ２００円

立コミ

ュニテ 第２集会室 １，０００円 ７００円 ７００円 ２００円

ィふら

っと成 第３集会室 １，４００円 ９００円 ９００円 ３００円

田

多目的室 ３，２００円 ２，１００円 ２，１００円 ８００円

杉並区 第１集会室 １，０００円 ７００円 ７００円 ２００円

立コミ

ュニテ 第２集会室 １，２００円 ８００円 ８００円 ３００円

ィふら

っと方 第３集会室 ７００円 ４００円 ４００円 １００円

南

第４集会室 １，２００円 ８００円 ８００円 ３００円

多目 的ルー ム ２，５００円 １，６００円 １，６００円 ６００円

（集会使用）

付記 使用時間を延長して午前、午後（午後１時から午後３時まで）、午後（午後４時から午後６時まで）及び夜間

の中間時間を使用する場合は、管理上支障がない限り使用を承認し、この場合の使用料は、延長時間１時間（１時

間に満たない時間は、これを１時間とする。）につき、表に掲げる延長使用料を徴収する。

(２) 多目的ルーム（音楽使用又は体育使用）

名称 区分 使用料（１時間当たり）

午前９時から午後９時まで

杉並区立コミュニテ 多目的ルーム（音楽使用又は体育使用） ８００円



ィふらっと方南

付記 １時間に満たない時間は、これを１時間として表に掲げる使用料を徴収する。

附 則

１ この条例は、令和６年１月５日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。

(１) 次項の規定 公布の日

(２) 附則第３項の規定 令和５年４月１日

(３) 附則第４項及び第５項の規定 令和５年１２月１５日

２ この条例による改正後の杉並区立コミュニティふらっと条例別表第２に規定す

る杉並区立コミュニティふらっと方南の施設の使用の承認その他のこの条例の施

行の日以後の使用に関し必要な行為は、同日前においても行うことができる。

３ 杉並区立地域区民センター及び区民集会所条例（昭和５３年杉並区条例第４０

号）の一部を次のように改正する。

別表第１区民集会所の部杉並区立方南区民集会所の項を削る。

別表第２（１）杉並区立方南区民集会所の部及び（２）杉並区立方南区民集会

所の部を削る。

４ 杉並区立高齢者活動支援センター及びゆうゆう館条例（昭和５７年杉並区条例

第３８号）の一部を次のように改正する。

別表第１ゆうゆう館の部杉並区立ゆうゆう方南館の項を削る。

５ 杉並区行政財産使用料条例（昭和５０年杉並区条例第４４号）の一部を次のよ

うに改正する。

別表第２（８）杉並区立ゆうゆう方南館の項を削る。



杉並区印鑑条例の一部を改正する条例を公布する。

令和５年３月１５日

杉並区長 岸 本 聡 子

杉並区条例第１７号

杉並区印鑑条例の一部を改正する条例

杉並区印鑑条例（昭和５０年杉並区条例第３４号）の一部を次のように改正する。

第２０条中「利用者証明用電子証明書」を「個人番号カード用利用者証明用電子

証明書」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において規則で定める

日から施行する。



杉並区印鑑条例の一部を改正する条例新旧対照表

新 条 例 旧 条 例

（多機能端末機による印鑑登録証明の申 （多機能端末機による印鑑登録証明の申

請等） 請等）

第２０条 前２条の規定にかかわらず、 第２０条 前２条の規定にかかわらず、

印鑑登録者（規則で定める者を除 印鑑登録者（規則で定める者を除

く。）は、多機能端末機（民間事業者 く。）は、多機能端末機（民間事業者

が設置した多様なサービスを提供する が設置した多様なサービスを提供する

機能を有する端末機で、区の電子計算 機能を有する端末機で、区の電子計算

機と電気通信回線で接続され、自動的 機と電気通信回線で接続され、自動的

に証明書を交付するものをいう。）に に証明書を交付するものをいう。）に

行政手続における特定の個人を識別す 行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律 るための番号の利用等に関する法律

（平成２５年法律第２７号）第２条第 （平成２５年法律第２７号）第２条第

７項に規定する個人番号カード（電子 ７項に規定する個人番号カード（電子

署名等に係る地方公共団体情報システ 署名等に係る地方公共団体情報システ

ム機構の認証業務に関する法律（平成 ム機構の認証業務に関する法律（平成

１４年法律第１５３号）第２２条第７ １４年法律第１５３号）第２２条第７

項の規定により同条第１項に規定する 項の規定により同条第１項に規定する

個人番号カード用利用者証明用電子証 利用者証明用電子証明書

明書が記録されているものに限る。） が記録されているものに限る。）

を使用して自ら暗証番号を入力するこ を使用して自ら暗証番号を入力するこ

とにより、印鑑登録証明書の交付を申 とにより、印鑑登録証明書の交付を申

請し、その交付を受けることができ 請し、その交付を受けることができ

る。 る。
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